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1検討項目の概要検討項目の概要

■モバイル市場では、携帯電話契約が１億件を突破し、ビジネス展開上・日常生活上の基礎的インフラとしてその重要性が著しく高まっており、固定ブロード

バンド市場では ０８年度第 四半期に ＦＴＴＨとＤＳＬの契約数が逆転し ＦＴＴＨが名実ともに主役の地位に躍り出ている これに伴い 他事業者のネバンド市場では、０８年度第一四半期に、ＦＴＴＨとＤＳＬの契約数が逆転し、ＦＴＴＨが名実ともに主役の地位に躍り出ている。これに伴い、他事業者のネッ

トワークを利用する形態の事業展開も活発化し、これらは、通信プラットフォーム市場・コンテンツ配信市場として今後の更なる発展が期待されている。

■本件は、このような市場環境の変化に対応し、電気通信市場における公正競争環境確保の観点から接続ルールの在り方について検討を行うものである。

１．第二種指定電気通信設備制度の検証１．第二種指定電気通信設備制度の検証
（１）規制根拠・規制内容の検証（１）規制根拠・規制内容の検証 【【Ｐ３Ｐ３】】
（２）標準的接続箇所やアンバンドルの考え方（２）標準的接続箇所やアンバンドルの考え方 【【Ｐ７Ｐ７】】

１．ＦＴＴｘサービス１．ＦＴＴｘサービス
（１）ＦＴＴＨサービスの屋内配線（１）ＦＴＴＨサービスの屋内配線
（２）ドライカッパのサブアンバンドル（ＦＴＴＲサービス）（２）ドライカッパのサブアンバンドル（ＦＴＴＲサービス）

Ⅰ.モバイル市場の公正競争環境の整備 Ⅱ.固定ブロードバンド市場の公正競争環境の整備

【【 】】
（３）接続料原価算定の考え方（適正な原価等）（３）接続料原価算定の考え方（適正な原価等） 【【ＰＰ1010】】
（４）接続料算定と規制会計の関係（４）接続料算定と規制会計の関係 【【ＰＰ1919】】

２．ネットワークインフラの利活用２．ネットワークインフラの利活用
（１）鉄塔等の設備共用ルールについて（１）鉄塔等の設備共用ルールについて 【【ＰＰ2121】】

２．ＤＳＬサービス２．ＤＳＬサービス
（１）電話重畳型ＤＳＬサービスの事業者名申込み（１）電話重畳型ＤＳＬサービスの事業者名申込み
（２）回線名義人情報の扱い（洗い替え）（２）回線名義人情報の扱い（洗い替え）

（１）鉄塔等の設備共用ル ルについて（１）鉄塔等の設備共用ル ルについて 【【ＰＰ2121】】
（２）ローミングの制度化について（２）ローミングの制度化について 【【ＰＰ2323】】 ３．ネットワークインフラの利活用３．ネットワークインフラの利活用

（１）（１）中継ダークファイバの空き芯線がない区間でのＷＤＭ装置の設置中継ダークファイバの空き芯線がない区間でのＷＤＭ装置の設置
（２）中継ダークファイバに係る経路情報の開示（２）中継ダークファイバに係る経路情報の開示

１．通信プラットフォーム機能のオープン化１．通信プラットフォーム機能のオープン化
（１）移動網の通信プラットフォ ム機能（１）移動網の通信プラットフォ ム機能

Ⅲ.通信プラットフォーム市場・コンテンツ配信市場
への参入促進のための公正競争環境の整備

１．接続料算定上の課題１．接続料算定上の課題
（１）逆ざや問題（１）逆ざや問題

Ⅳ.固定通信と移動通信の融合時代等における
接続ルールの在り方

（１）移動網の通信プラットフォーム機能（１）移動網の通信プラットフォーム機能
（２）固定網（ＮＧＮ（２）固定網（ＮＧＮ))の通信プラットフォーム機能の通信プラットフォーム機能

２．紛争処理機能の強化等２．紛争処理機能の強化等
（１）電気通信事業紛争処理委員会の紛争処理機能の強化（１）電気通信事業紛争処理委員会の紛争処理機能の強化

（１）逆ざや問題（１）逆ざや問題
（２）ビル＆キープ方式（２）ビル＆キープ方式

２．２．固定通信と移動通信の融合時代等における接続ルールの在り方固定通信と移動通信の融合時代等における接続ルールの在り方
（１）今後の接続ルールとその基となるドミナント規制の在り方を検（１）今後の接続ルールとその基となるドミナント規制の在り方を検

（（電気通信事業を営んでいるものの、電気通信事業法の適電気通信事業を営んでいるものの、電気通信事業法の適
用除外とされている者用除外とされている者に係る紛争事案の扱い）に係る紛争事案の扱い）

（２）（２）当該者当該者に関し電気通信事業法上検討すべき課題に関し電気通信事業法上検討すべき課題

討する際の視点討する際の視点
（２）現行の接続ルールやその基となるドミナント規制について今後（２）現行の接続ルールやその基となるドミナント規制について今後
見直しが必要と考えられる事項見直しが必要と考えられる事項



2モバイル市場についてモバイル市場について

第２世代第２世代 第３世代第３世代 第４世代第４世代３３..５世代５世代 ３３..９世代９世代

～数十kbps ～384kbps ～14Mbps 100Mbps超 1Gbps

（2001～） （2006～） （2010～）

16012000

音声中心音声中心 インターネット接続インターネット接続 （ADSL同等）音楽、ゲーム、動画等（ADSL同等）音楽、ゲーム、動画等

00年12月答申 ３.５Ｇ開始

音声中心を前提

（％）（万加入）

120

140

10000

8,700万
9,179万

9,672万

10,272万
10,483万

（第二種指定電気
通信設備制度）

00年11月に固定電話と契約数が逆転したが、
オプショナルな通信手段の位置付けで整理

３Ｇ開始

■１人１台の割合で普及
→生活必需品。ビジネス展開上も重要な基盤

100

8000

6 094万

6,912万

7,566万

8,152万携帯インターネット
接続サービス
の開始

３Ｇ開始

相互接続に係る
紛争事案の発生
（裁定申請）

60

80

4000

6000

4,153万

5,114万

6,094万

大手三社による寡占状況大手三社による寡占状況

ＭＶＮＯの参入 NTTドコモ
49.3%KDDI

27.8%

SBM
17.9%

その他
4.9%

J Ph
その他

20

40

2000

1 024万

2,088万

3,153万
新規事業者の参入
（イー・モバイル）

07.3 データ通信
08.3 音声サービス 接続料算定の

透明性向上等
を求める意見

NTTドコモ
57.2%

KDDI
21.5%

J-Phone
16.3%

5%

01年度末

08年9月末

00

95年度 96年度 97年度 98年度 99年度 00年度 01年度 02年度 03年度 04年度 05年度 06年度 07年度 08年9月

1,024万 を求める意見01年度末
：ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続

：３Ｇ、３.５Ｇ

：対前年度
増減率



3①規制根拠・規制内容の検証①規制根拠・規制内容の検証１．第二種指定電気通信設備制度の検証１．第二種指定電気通信設備制度の検証

■第二種指定電気通信設備制度は、電波の有限希少性等により新規参入が困難な市場が形成されており、このような市場で相対的に多数の移動端末設備を収容

する設備を設置する事業者は、他の事業者との接続協議において強い交渉力を有し、優越的な地位に立つといった市場支配力に起因した規制である。する設備を設置する事業者は、他の事業者との接続協議において強い交渉力を有し、優越的な地位に立つといった市場支配力に起因した規制である。

①この点が、設備のボトルネック性に起因した規制である第一種指定電気通信設備制度とは異なるが、上記市場環境の変化等を踏まえ、両指定電気通信設備制

度間の規制根拠の差異についてどのように考えるか。

②また、両制度の規制根拠の差異に起因して、第一種指定電気通信設備を設置する事業者には、接続約款の認可制・接続会計の整理義務等が課される一方、第

二種指定電気通信設備を設置する事業者には、接続約款の届出義務が課される等の規制の差異が生じているが、両者の規制根拠の差異に照らして現行の規

制の差異についてどのように考えるか。

各事業者の意見

①規制対象外の携帯事業者も、約２０００万の

①二種指定事業者の範囲①二種指定事業者の範囲

■無線周波数の有限希少性等に起

全携帯事業者に拡大全携帯事業者に拡大 携帯事業者の上位三社に拡大

■競争のダイナミズムを維持する ■固定分野と異なり、移動体では、

指定の基準値は引き下げるべきでない 規制自体が本来は不要規制自体が本来は不要

①規制対象外の携帯事業者も、約２０００万の
契約者を抱えるなど、交渉力は強くなっている

②二種指定事業者に課される規制は、何ら特
別なものではなく、全事業者の遵守が望ましい

③欧州では、携帯着信の支配力から、全事業
者が規制対象

因して、上位３事業者による市場

の寡占状態が形成

ためには規制の強化はドミナント

に限定すべきであり、指定電気

通信設備制度の基準値は引き下

げるべきではない

複数の事業者により設備競争が

機能。したがって、移動体分野に

おいては規制ルール自体が本来

は不要

②一種指定と二種指定の規制内容の差異②一種指定と二種指定の規制内容の差異

者が規制対象

（①ＮＴＴ持株、②･③ドコモ、①東西、①ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ） （ＭＶＮＯ協議会） （ＳＢＭ） （ＫＤＤＩ）

規制内容の同一化は不要規制内容の同一化は不要

①二種指定制度は、競争促進として十分に機能してい
るのか問題。一種指定と同様のルール化等が必要

②携帯電話市場は、固定電話市場を上回る契約者

規制の同水準化が必要規制の同水準化が必要 シェア４０～５０％の事業者には追加的な規制が必要

■一般的な競争法の整理やＥＵの市場支配力の議

論では、市場シェアが４０～５０％の閾値を超える

事業者には市場支配力の存在が認められている

①電波の配分を巡る公平性の問題とボトルネック設

備のオープン化の問題では規制根拠が異なる

②固定系は ＮＴＴ東西のボトルネック設備の存在に
数。電気通信市場全体での市場支配力は非常に
大きく相互接続が不可欠だが、接続料が高額。そ
の内訳を開示させるためにも、同等の規制が必要

②固定系は、ＮＴＴ東西のボトルネック設備の存在に

より事実上競争は不可能な状況。他方、移動体は

設備競争が可能な環境にあり、実際に競争が機能

（ＳＢＭ） （①ＮＴＴ持株、②ＫＤＤＩ、ドコモ、ＵＱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ、ＳＴＮet）（①ｲｰ･ﾓﾊﾞｲﾙ、テレサ協、②ﾌｭｰｼﾞｮﾝ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ、ＭＶＮ
Ｏ協議会、ＭＣＦ、個人）



4指定電気通信設備制度の枠組み指定電気通信設備制度の枠組み

第一種指定電気通信設備制度（固定系） 第二種指定電気通信設備制度（移動系）

規制根拠 設備の不可欠性（ボトルネック性）
電波の有限希少性により新規参入が困難な寡占的な市場
において、相対的に多数のシェアを占める者が有する接続
協議における強い交渉力・優位性

業務区域ごとに
25％超のシェアを占める端末設備を有すること指定要件

都道府県ごとに
50％超のシェアを占める加入者回線を有すること

ＮＴＴ東西を指定（９８年） ＮＴＴドコモ（０２年）、ＫＤＤＩ（０５年）・沖縄セルラー（０２年）を指定

接続関連規制

■接続約款（接続料・接続条件）の認可制

■接続会計の整理義務（電気通信事業会計の整理義務）

■接続約款（接続料・接続条件）の届出制

■網機能提供計画の届出・公表義務

第 種指定電気通信第 種指定第 種指定 第二種指定 第二種指定電気通信第一種指定電気通信
設備に該当しない設備

アンバンドル機能アンバンドル機能
未 バ ド 機能

第一種指定第一種指定
電気通信設備電気通信設備

第二種指定
電気通信設備

第二種指定電気通信
設備に該当しない設備

二種指定事業者が任意に判断コスト＋コスト＋
適正利潤適正利潤

コスト＋コスト＋
適正利潤適正利潤

設備にボトルネック性
がないとされた理由

接続料算定の
枠組み

((接続料設定が義務付け接続料設定が義務付け
られる機能）られる機能）

未アンバンドル機能

実績原価実績原価
方式方式

将来原価将来原価
方式方式

ＬＲＩＣ
方式

ｷｬﾘｱｽﾞ
ﾚ ﾄ方式

接続料を設定する機能

■固定網とは異なり、電気通信設備を設置する事業者が地域単位に３以
上存在し、また当該事業者が、加入者回線を含め自ら設備を構築してお
り、かつその設備が各社遜色なく、全国にエリア拡大されており、加入

がないとされた理由
（００年答申）

方式方式 方式方式 方式 ﾚｰﾄ方式

接続会計

電気通信事業会計

り、 そ 設備 各社遜色なく、全国 リア拡大され おり、加入
者回線を含めたネットワークの代替性が存在していること
■移動体間の通信は全体の５分の１以下（９９年度）にとどまっており、また、固定
網が各家庭や事業所への最終通信手段（ラストリゾート）となっているのに対して、
移動体網は主として個人単位でのオプショナルな通信手段として普及拡大してお
り、単純な量的な拡がりでみられるよりも移動体のボトルネック性は弱いこと



5ＥＵのＳＭＰ（ＥＵのＳＭＰ（Significant Market PowerSignificant Market Power）規制について）規制について

加盟国規制当局

関連市場の定義

加盟国規制当局

欧州委員会の関連市場の定義 欧州委員会のＳＭＰ事業者の判断基準

最
大
限

■固定公衆電話網上の呼発信

■個々の固定公衆電話網上の呼着信

固定固定
電話電話

卸売市場 市場シェアと市場シェア以外の要素を考慮した

上で、総合的に判断

市場シ ア

最大限考慮

限
考
慮

関連市場の分析

有効競争なし有効競争なし 有効競争あり

■個々の固定公衆電話網上の呼着信電話電話

ブローブロー
ドバンドドバンド

■固定網ネットワークインフラへのアクセス

（フル及びシェアドアンバンドルを含む）

■ブロードバンドアクセス

市場シェア

■５０％超：支配的地位が推定

■４０％超：通常、支配的地位が発生し得る

■２５％程度：支配的地位を享受しているとは言えない

規制なしＳＭＰ事業者の指定ＳＭＰ事業者の指定

ド ンドアク

■専用線の終端専用線専用線

■個々の移動体電話網上の音声呼着信
移動体移動体
通信通信

程度 支配的地位を享受して るとは言えな

市場シェア以外の要素

■事業者の総合的な規模
■重複困難なインフラの管理規制なしＳＭＰ事業者の指定ＳＭＰ事業者の指定個 の移動体電話網 の音声呼着信

通信通信

小売市場

■固定公衆電話網へのアクセス
固定固定
電話電話

■重複困難なインフラの管理
■技術的な優位性又は優越性
■対抗する購買力の欠如又は不足
■資本市場・金融資源の容易又は特権的な利用
■財・サービスの多様性
■規模の経済

ＳＭＰ事業者の規制（接続関連）

■アクセス提供、相互接続義務■アクセス提供、相互接続義務
■無差別の義務■無差別の義務
■透明性の義務■透明性の義務

電話電話

(欧州委員会「関連製品・サービス市場に関する勧告」）

■規模の経済
■範囲の経済
■垂直統合
■高度に発達した流通・販売網
■潜在的競争の欠如
■拡張に対する障壁

■透明性の義務■透明性の義務
■料金規制■料金規制
（プライスキャップ、コストオリエンテッド）（プライスキャップ、コストオリエンテッド）

■会計分離■会計分離

■拡張に対する障壁
■市場参入の容易性

(欧州委員会「ＳＭＰガイドライン」）

※単独支配に関するもの



6ＥＵの携帯電話市場における「着信ボトルネック規制」ＥＵの携帯電話市場における「着信ボトルネック規制」

■欧州各国では、携帯電話の着信市場については、すべての携帯電話事業者がＳＭＰ事業者に指定され、接続規律等が課されている。

個々の携帯電話事業者ごとに着信市場を観念

携帯電話事業者Ａのユーザに対する着信市場は、

携帯電話事業者Ａが独占（市場シ ア１００％）

定電話事業者定電話事業者

携帯電話事業者Ａが独占（市場シェア１００％）

携帯電話事業者ＡをＳＭＰ事業者に指定

携帯電話事業者Ｃ携帯電話事業者Ｃ
のネットワークのネットワーク

固定電話事業者Ｄ固定電話事業者Ｄ
のネットワークのネットワーク

■電話の着信サービスは、着信者の属するネットワーク事業者

「着信ボトルネック規制」の考え方

携帯電話事業者Ａ携帯電話事業者Ａ
携帯電話事業者Ｂ携帯電話事業者Ｂ

■電話の着信サ ビスは、着信者の属するネットワ ク事業者
のみにより提供されるため、供給の代替性等が存在しない。
このため、各事業者は、自網への着信呼について独占的な地
位を有することになる。

■加えて、ＣＰＰ（発信者支払）を採用しているので、着信網の
携帯電話事業者Ａ携帯電話事業者Ａ
のネットワークのネットワーク

のネットワークのネットワーク
■加えて、ＣＰＰ（発信者支払）を採用しているので、着信網の
接続料は、ユーザ料金に転嫁される形で発信者が負担する。
このため、着信網の事業者は、自網の接続料について無関心
となり、接続料を改定するインセンティブを（ほとんど）持たない。

■結果として、対抗する購買力が存在しない中で、事前規制に■結果として、対抗する購買力が存在しない中で、事前規制に
必要とされる基準に通常合致することになり、着信側事業者
は、ＳＭＰ事業者に指定される。

※Draft COMMISION STAFF WORKING DOCUMENT EXPLANATORY NOTE 
Accompanying document to the COMMISION RECOMMENDATION OF on the 
Regulatory Treatment of Fixed and Mobile Termination Rates in the EU(2008)

上記の考え方に基づき、ＥＵ各国では、個々の携帯電話事業者

について、当該事業者の着信市場にそれぞれ市場支配力を認め、

全携帯電話事業者をＳＭＰ事業者に指定している
利用者料金について、ＣＰＰ（発信者支払)を採用しているので、この場合、
携帯電話事業者Ｂ等は、Ａに対して接続料を支払うことが必要となる

Regulatory Treatment of Fixed and Mobile Termination Rates in the EU(2008)



7②標準的接続箇所・アンバンドル②標準的接続箇所・アンバンドル１．第二種指定電気通信設備制度の検証１．第二種指定電気通信設備制度の検証

■第二種指定電気通信設備制度では、接続箇所（ＰＯＩ）の設置や機能のアンバンドルに関する考え方は整理されておらず、事業者の任意に行われている状況であ

る この点 アンバンドルに係る紛争事案が現に発生したことに加え 今後通信プラットフォ ム市場やコンテンツ配信市場が拡大する中で ネットワ クが有するる。この点、アンバンドルに係る紛争事案が現に発生したことに加え、今後通信プラットフォーム市場やコンテンツ配信市場が拡大する中で、ネットワークが有する

多様な機能の利用を求める事業者の増加が見込まれること等を踏まえ、

①第二種指定電気通信設備制度において、標準的接続箇所やアンバンドルに関する考え方を整理し必要な仕組みを設けることについてどのように考えるか。

②仮に考え方を整理する場合は、どのような点に留意しつつ、どのような考え方を採用することが適当か（第一種指定電気通信設備制度では、過度の経済的負担

を与えることがないように留意しつつ、他事業者の要望があり、技術的に可能な場合は、アンバンドル等が義務付けられる）。

アンバンドル規制の導入は不要アンバンドル規制の導入は不要アンバンドル等が必要アンバンドル等が必要

アンバンドルの仕組みアンバンドルの仕組み各事業者の意見

を与えることがないように留意しつつ、他事業者の要望があり、技術的に可能な場合は、アンバンドル等が義務付けられる）。

アンバンドル規制の導入は不要アンバンドル規制の導入は不要

①機能のｱﾝﾊﾞﾝﾄﾞﾙ化を進め、ｱﾝﾊﾞﾝﾄﾞﾙ化された機能を定義するとともに、標準

的接続箇所を設定すべき。その理由は、ＭＮＯとの間でｱﾝﾊﾞﾝﾄﾞﾙに係る紛争

事案が発生したことに加え、位置情報機能や料金情報等に関するｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ

公開の要望がなされていること 更に接続料や接続会計の透明性やﾄﾚ ｻﾋﾞﾘ

アンバンドル等が必要アンバンドル等が必要

①設備の代替性が確保され、不可欠設備に該当しない携帯電話に対し、事前規設備の代替性が確保され、不可欠設備に該当しない携帯電話に対し、事前規

制としてアンバンドルを導入する必要は認められない制としてアンバンドルを導入する必要は認められない。また、協議により合意形成

を図るのが基本 アンバンドル規制は ネ トワ ク設備の弾力的な構築 高度ネ トワ ク設備の弾力的な構築 高度公開の要望がなされていること、更に接続料や接続会計の透明性やﾄﾚｰｻﾋﾞﾘ

ﾃｨを担保することで今後の情報通信ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ事業やＭＶＮＯ事業の進展に合

わせ、様々なサービス創造を促進する原動力となる可能性が高いことによる

②電気通信市場における携帯電話事業者の市場支配力は今後も大きくなる一方

であり 今後固定電話と携帯電話の融合が進むことを考えると 携帯電話網の他

を図るのが基本。アンバンドル規制は、ネットワーク設備の弾力的な構築・高度ネットワーク設備の弾力的な構築・高度

化への支障化への支障となり、諸外国でも携帯電話にアンバンドル規制は存在しない諸外国でも携帯電話にアンバンドル規制は存在しない

②ｱﾝﾊﾝ゙ﾄ゙ﾙは、既に構築された不可欠設備について競争事業者がその一部を利用可能

とするための措置。二種指定設備とは規制根拠が元々異なる。しかも、現行制度は

シ ア２５％超の場合に「移動端末と接続される伝送路設備及び当該役務提供のためであり、今後固定電話と携帯電話の融合が進むことを考えると、携帯電話網の他

事業者への開放は、電気通信市場の健全な競争環境整備のために不可欠。一定

規模以上の事業者には、現在と同様のＰＯＩ設置や機能のアンバンドル化は必要

③二種指定設備制度の標準的接続箇所やアンバンドルについては、①現行の

垂直モデルに依存せず どのレイヤ で接続するか技術的に可能かどうかの

シェア２５％超の場合に「移動端末と接続される伝送路設備及び当該役務提供のため

に設置する設備の総体」を対象としているが、ｱﾝﾊﾝ゙ﾄ゙ﾙを想定した規定になっていない

③移動体は、限られた無線帯域を複数のユーザで共有するという技術的特性が

あり、常にネットワーク全体の安定運用確保に配慮しながら設備を運用するこ

とが必要 そのため 各事業者はMVNO等からの要望に対し 協議を行い 合垂直モデルに依存せず、どのレイヤーで接続するか技術的に可能かどうかの

検証、②接続事業者が、音声やデータ通信などサービス形態に応じて、サー

ビスや料金を柔軟に設定できるかどうかの検証、の二点に留意が必要

とが必要。そのため、各事業者はMVNO等からの要望に対し、協議を行い、合

意の上で接続箇所等を決定しており、このような現状の枠組の継続が適当

（①ＮＴＴ持株、②ドコモ、③ＫＤＤＩ）（①ＭＶＮＯ協議会、②ＳＴＮｅｔ、③イー･モバイル、テレサ協、個人）

すべてを事業者間協議に委ねているのでは、迅速な事業展開が困難。すべてを事業者間協議に委ねているのでは、迅速な事業展開が困難。

また、紛争処理手続を利用した経験から言うと、それに要する時間・コまた、紛争処理手続を利用した経験から言うと、それに要する時間・コ

ストを考えると、当該手続にすべての解決を委ねるのも現実的ではないストを考えると、当該手続にすべての解決を委ねるのも現実的ではない

事業者間協議での合意形成が基本。合意形成が図られない場合でも、事業者間協議での合意形成が基本。合意形成が図られない場合でも、

事後的な紛争処理で解決する現行の仕組みで十分対応可能事後的な紛争処理で解決する現行の仕組みで十分対応可能

紛争処理に時間がかかるのであれば、その手続の簡素化等で対応すべき紛争処理に時間がかかるのであれば、その手続の簡素化等で対応すべき

（NTTドコモ、ＫＤＤＩ）（日本通信）



8②標準的接続箇所・アンバンドル②標準的接続箇所・アンバンドル１．第二種指定電気通信設備制度の検証１．第二種指定電気通信設備制度の検証

自主的なアンバンドル・事後的な紛争処理での対応自主的なアンバンドル・事後的な紛争処理での対応各事業者の意見

当該対応が適当当該対応が適当

■ＮＴＴドコモやＫＤＤＩは自主的にアンバンドルを進めていると発言しているが事

実と異なる。例えば 移動通信事業のアンバンドル化の代表例は、レイヤー２接

困難又は課題が存在困難又は課題が存在

■当社としては、機能ごとの接続を否定しているものではなく、現に接続約款に

お 機能別 定義 る
実と異なる。例えば、移動通信事業のアンバンドル化の代表例は、レイヤ ２接

続だが、０１年にウィルコムで当該接続が実現して以来、ＮＴＴドコモ・ＫＤＤＩに長

年にわたり依頼してきたが、やっと今月（０９年３月）になってＮＴＴドコモで実現

しただけで、ＫＤＤＩとは一切見通しが立っていない。ＳＢＭとも同一の状況

■０１年の研究会の議論の結果を受けて、モバイルポータルサービス（ｉモード等）

おいて機能別に定義している

■また、当社では、他事業者よりアンバンドル機能に係る協議の申入れがあった

場合、概ね各事業者との交渉で合意が図られていると理解

■そもそも新たな機能ごとの接続要望があった場合、双方の見解の相違により

紛争に至る事例は 現在に至るまで存在していないとの認識で 今後生じても
の機能開放は、ＮＴＴドコモで実現しているが、開放されている機能は限定的。

また、ＫＤＤＩとは、協議が延々と続いているのみで未だ実現の目処は立ってい

ない

■今後、ＨＬＲ等、更なる機能のアンバンドル化の要望が確実視される中で、アン

紛争に至る事例は、現在に至るまで存在していないとの認識で、今後生じても

極めて稀であると想定

■「紛争処理手続を一つ一つ踏んでいたのでは時間がかかり過ぎ、スピード感あ

る経営ができない」との指摘については、紛争処理手続そのものの簡素化やス

ピーディな決着に向けた仕組みの導入で対応すべき それを論拠にアンバンド
バンドル化の規制がないと閉鎖的な産業構造が改善されず、移動通信事業の

円滑な発展が阻害されることは明確

ピ ディな決着に向けた仕組みの導入で対応すべき。それを論拠にアンバンド

ル規制の導入が必要とするのは、規制の在り方として飛躍がある
（日本通信）

■事業者間協議での合意形成に関しては、以下のような課題。

① バ ド が 費 事 も有益 も 通信事

（NTTドコモ）

■移動体分野では、各事業者が多様性をもって自らの設備の構築・運用を行っ

①アンバンドルが社会（消費者、その他の事業者）においても有益でも、通信事

業者にとってはメリットのないものに対してはモチベーションが働かないため、協

議を進展させることは困難であること

②プラットフォームを提供する通信事業者は、優越的な地位にあり、プラット

フォーム利用者に過ぎないコンテンツ配信事業者等が対等な関係で交渉する

ており、共通のアンバンドル義務を定めることが不可能

■接続箇所やアンバンドルの在り方については、各事業者がユーザや接続事業

者のニーズに応じていく中で自然と決定していくもの

フォ ム利用者に過ぎないコンテンツ配信事業者等が対等な関係で交渉する

ことも困難であり事業者間協議が有効に機能する仕組みがないこと

■このような状況の中で、多様な事業者が公平、公正な競争によって消費者が

利益を享受できるような環境を実現するためには、一定のアンバンドル規制が

ないと事業者間協議も機能しない
（ＭＣＦ） （ＫＤＤＩ）（ＭＣＦ） （ＫＤＤＩ）



9アンバンドル機能についてアンバンドル機能について

■電話のような双方向通信では、ネットワークを相互に接続した上で、それぞれの事業者が自網発通信にエンドエンド料金を設定して（接続料を互いに支払っ

て）サ ビス提供をすることが基本となるため 電話に係る機能については 指定電気通信事業者にも接続料を設定する誘因が働きやすいと考えられるて）サービス提供をすることが基本となるため、電話に係る機能については、指定電気通信事業者にも接続料を設定する誘因が働きやすいと考えられる。

■他方、加入光ファイバなど、指定電気通信事業者が接続事業者に対し一方的に貸し、接続事業者が指定電気通信事業者から一方的に借りる関係にな

る機能については、電話に係る機能に比べると、接続料を設定する誘因が働きにくいと考えられる。

■アンバンドルに係る検討に際しては、このような機能の特性等に留意しつつ、ＭＶＮＯの出現等による接続ニーズの多様化等の環境変化を踏まえること

が必要となるのではないか。

接続料を互いに支払うサービスに係る機能の例

（☞互いに利用者料金を設定するサービス）

接続事業者のみが接続料を支払うサービスに係る機能の例
（☞接続事業者のみが利用者料金を設定するサービス）

＜ひかり電話＞

■ＩＧＳ接続機能（ひかり電話網 ＮＧＮ)

＜アクセス回線＞

■ラインシェアリング ドライカッパ 加入光ファイバ

比較的働きにくい比較的働きやすい 接続料を設定する誘因

■ＩＧＳ接続機能（ひかり電話網・ＮＧＮ)

■中継局接続機能（ＮＧＮ）

＜固定電話＞

■ＩＣ接続機能（ＰＳＴＮ）

■ラインシェアリング、ドライカッパ、加入光ファイバ

＜装置類＞

■メディアコンバータ、局内スプリッタ、ＯＬＴ

＜中継伝送 交換機能＞

固
定
通
信

※当初は、接続事業者（長距離事業者）■ＩＣ接続機能（ＰＳＴＮ）

■ＧＣ接続機能（ＰＳＴＮ）

＜中継伝送・交換機能＞

■収容局接続機能（地域ＩＰ網・ＮＧＮ）

日本通信とＮＴＴドコモの間の
紛争事案に係る機能

※当初は、接続事業者（長距離事業者）
のみが接続料設定

■音声通話機能（ＮＴＴドコモ・ＫＤＤＩ）

移
動
通
信

■直収パケット接続機能（ＮＴＴドコモ）

紛争事案に係る機能
（07.11 総務大臣裁定）

信

逆ざや問題、ビル＆キープ方式 アンバンドルの問題



10③適正な原価・適正な利潤③適正な原価・適正な利潤１．第二種指定電気通信設備制度の検証１．第二種指定電気通信設備制度の検証

■第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の接続料は、「能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたもの」であることが必要とされ

ている（法第３４条第３項第４号）が これまで「適正な原価」や「適正な利潤」の内容や算定方法については 必ずしも明確な基準が存在しなか たところであるている（法第３４条第３項第４号）が、これまで「適正な原価」や「適正な利潤」の内容や算定方法については、必ずしも明確な基準が存在しなかったところである。

①接続料算定の透明性向上を図る観点から、「適正な原価」や「適正な利潤」の明確化を図ることについてどのように考えるか。

②仮に明確化を図る場合、第一種指定電気通信設備制度における「適正な原価」や「適正な利潤」の内容や算定方法との関係を踏まえ、「適正な原価」・「適正な

利潤」の内容や算定方法についてどのように考えるか。

接続料の算定ルールは不要接続料の算定ルールは不要

「適正な原価」「適正な利潤」の明確化「適正な原価」「適正な利潤」の明確化

明確化を図るべき明確化を図るべき

各事業者の意見

① 二種指定設備制度では、接続会計がないため、適正原価の把握は非常に難しく、また接続約款が届出制というこ

ともあり、接続料算定プロセスは開示されていない現状。携帯電話の接続料は高止まりしているが、なぜ高いのか検

証もできない。まずは、適正原価の算定プロセスの明確化が必要であり、原価の範囲、算定時期、算定方法の基本

的な考え方等の整理を行った上で、設定された接続料については、二種指定事業者が説明する責任がある

■移動体市場においては、設備競争が機能し、各

事業者が設備投資の効率性を追求しているため、

接続料の算定方法についてルールを定める必要

はない
②接続料の算定過程は開示されていないので、「適正な原価」「適正な利潤」であることは確認できない

③接続料の算定方法の明確化を図ることに賛同。なお…

④周波数や事業規模の違い等の差異が十分考慮された、フェアで透明な接続料算定の在り方の議論が必要

⑤二種指定制度では、接続料の算定方式に関する明確な基準が存在しない。現在の接続約款に規定されてい

る接続料水準が妥当な水準なのか否かも含め 接続料算定の方法論を明確に定める価値は極めて高い

はない

（ＫＤＤＩ）

接続料の適正性の検証は、全ての携帯電話事業
る接続料水準が妥当な水準なのか否かも含め、接続料算定の方法論を明確に定める価値は極めて高い

接続のためにどの費用が算定対象となるかの明確化等が必要

（①ｲｰ･ﾓﾊﾞｲﾙ、②ﾌｭｰｼﾞｮﾝ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ、③ＮＴＴドコモ、④ＳＢＭ、⑤ＭＶＮＯ協議会、ＳＴＮｅｔ、米国政府、個人）

者を対象に検討することが必要

（ＮＴＴドコモ、持株、東西）

①接続のためにどの費用（設備コストなど）が算定の対象となるかを明確化することが最も重要。利用者料金収入で回収しているコストは費用から控除することも必要なので、

費用・収入・トラヒック（回線数）等の把握も重要。また、携帯電話の接続料の対象は、音声通話の接続に必要なコストだけであり、それをどう切り分けるのかの検討が必要。

「適正な原価」の考え方としては、１）算定対象となる費用の明確化、２）算定対象となる設備範囲の明確化、３）費用はなるべく直課することとし、直課可能な費用と

配賦が必要な費用の明確化、４）配賦基準の明確化、５）配賦に使用する数値の考え方、数値の開示。特に、接続料に含めるべきでない営業費用の精査が必要

①営業費の有無（通信販売奨励金等） トラヒックに関連しない設備コストの考え方 自網内トラヒックと他事業者間トラヒックの考え方 役務ごとの配賦基準等の検討を①営業費の有無（通信販売奨励金等）、トラヒックに関連しない設備コストの考え方、自網内トラヒックと他事業者間トラヒックの考え方、役務ごとの配賦基準等の検討を

行い、接続料算定方法のコンセンサスを図ることが必要（接続料算定のガイドラインの策定が必要）。また、接続料算定プロセスの透明化が必要

②携帯電話事業の販売奨励金の扱い、自社グループ内の固定電話・携帯電話間の無料通話提供における接続料の取扱いとグループ外通話における接続料の取扱

いが不透明との指摘もある

（①イー・モバイル、②フュージョン・コミュニケーションズ、ＭＶＮＯ協議会）



11ＮＴＴドコモの接続料原価算定のプロセスＮＴＴドコモの接続料原価算定のプロセス((音声伝送役務）音声伝送役務）委員限り



12ＫＤＤＩの接続料原価算定のプロセス（音声伝送役務）ＫＤＤＩの接続料原価算定のプロセス（音声伝送役務）委員限り



13携帯電話事業における接続料原価算定のプロセスの概要携帯電話事業における接続料原価算定のプロセスの概要

Step1
（音声通話とデータ通信のコスト分計）

Step２
（トラフィック連動・契約数連動コストの分計）

Step３
（その他接続料対象外コストの控除）（音声通話とデ タ通信のコスト分計） （トラフィック連動・契約数連動コストの分計） （その他接続料対象外コストの控除）

移動体事業の総コスト

③当該概念の
あてはめの

⑤接続料
原価対象

減価償却費減価償却費

施設保全費施設保全費

トラフィックトラフィック

音声通話に係る音声通話に係る
接続料原価接続料原価

②「トラヒック
連動・契約数
連動コスト」

あてはめの
適切性

原価対象
コスト選定の
適切性

設備設備
コストコスト

通信設備使用料通信設備使用料

固定資産除却費固定資産除却費

連動コスト連動コスト

音声通話音声通話
対応コスト対応コスト

①配賦基準
の適切性

連動コスト」
概念の適切性

④配賦基準 適正利潤

＋

試験研究費試験研究費

通信設備使用料通信設備使用料

契約数契約数
連動コスト連動コスト

④ 賦 準
の適切性 販売奨励金の販売奨励金の

一部・貸倒損失等一部・貸倒損失等

※販売奨励金には、端末販売奨励金と
通信販売奨励金があり、前者は、電気
通信事業 営業費用に該当しな で

適正利潤

営業営業
コストコスト 営業費営業費

租税公課租税公課
通信事業の営業費用に該当しないので、
今後、接続料原価から控除予定

帯域幅課金帯域幅課金
データ通信に係るデータ通信に係る
接続料原価接続料原価

②配賦基準
の適切性 ※MVNO向け接続料

対象コストに限定

間接間接
コストコスト

共通費共通費

管理費管理費

データ通信データ通信
対応コスト対応コスト

帯域幅課金帯域幅課金
対象コスト対象コスト

帯域幅課金帯域幅課金

接続料原価接続料原価

①帯域幅課金
対象コスト
選定の適切性 適正利潤

＋

管理費管理費 対象外コスト対象外コスト

Step２
（帯域幅課金対象コスト・対象外コストの分計）

Step３
（その他接続料対象外コストの控除）

Step１
（音声通信とデータ通信のコスト分計）

営業費営業費



14営業費（通信販売奨励金等）の扱い営業費（通信販売奨励金等）の扱い

営業費の一部（通信販売奨励金等）を接続料原価に算入している理由

ＮＴＴドコモ ＫＤＤＩ

利用者・トラヒックの維持・増加につながる営業費利用者・トラヒックの維持・増加につながる営業費 新規契約獲得に係る営業費新規契約獲得に係る営業費

その支出により、利用者・トラヒックの維持・増加につながり、接続事業者も、

■通話先の増加により通話自体が増加し、発信通話料収入の増加が可能

■トラヒック増に伴うＮＴＴドコモ接続料単価が低下するメリットを享受可能

新たな需要を創出するための費用であり、接続事業者も、以下のメリットを享受

■新たな通話機会の増大

■加入者数の増大によるネットワーク効率の向上（接続料低廉化）

新方式移行や周波数再編に伴うユーザ移行のための営業費新方式移行や周波数再編に伴うユーザ移行のための営業費

ユーザ移行を促進することでネットワークの設備効率向上及び国民の共有財産

機種変更に係る営業費

（周波数の利用効率化等に係る分として対応端末への変更に係る営業費）

■携帯電話システムでは、あらかじめ定められた幅の電波の利用が前提。その

利用効率化等（※）に係るコストは接続事業者に応分の負担を求めるべき。ユ ザ移行を促進することでネットワ クの設備効率向上及び国民の共有財産

である電波の効率的利用が促進

利用効率化等（ ） 係 接続事業者 応分 負担 求 。

営業費は、周波数利用効率化等のための対応端末の普及に不可欠

※旧システム（ツーカ網）終了（周波数返却）のための新システム対応端末の普及費

用、８００ＭＨｚ帯の周波数再編に対応した端末の普及費用）

（投資抑制分として対応端末への変更に係る営業費）

■ネットワークへの投資抑制のためにより効率的な網へユーザを移行させる手

段として不可欠な費用であり、そのメリット（※）を接続事業者も享受

※より効率的なＥＶＤＯ網対応端末の普及により１Ｘ網の投資を抑制（接続料低廉化）

※Draft COMMISION STAFF WORKING DOCUMENT EXPLANATORY NOTE Accompanying document to the
欧州委員会のネットワークの外部性に係るコストに関する考え方

■外部性追加料金を接続料に算入することを適当とする議論は、多くの仮定に基づいている。

①着信事業者は、外部性追加料金を請求しなければ、この外部性を享受できる立場にないこと（☞外部性が適用されなくても、加入者の獲得・維持は行う）

②着信事業者が超過利益を保有する以上に 着信ネ ト ク 限界加入者に対する卸着信利益 直接 完全なパ が存在（ ど 程度あるか 証拠が不十分）

※Draft COMMISION STAFF WORKING DOCUMENT EXPLANATORY NOTE Accompanying document to the 
COMMISION RECOMMENDATION OF on the Regulatory Treatment of Fixed and Mobile Termination Rates in the EU(2008)

ネットワークの外部性には、接続料の上昇を認めるだけの正当な理由が不十分

②着信事業者が超過利益を保有する以上に、着信ネットワークの限界加入者に対する卸着信利益の直接・完全なパススルーが存在（☞どの程度あるかの証拠が不十分）

③顧客への普及度合いが、まだ飽和状態（この状態では、ネットワークの外部性は大部分消費）に近づいていないこと（☞市場の発展性に関する証拠が不十分）



15接続料原価に算入している営業費接続料原価に算入している営業費

ＮＴＴドコモ ＫＤＤＩ

委員限り



16適正利潤の算定方法適正利潤の算定方法

■ＮＴＴドコモ・ＫＤＤＩともに、「自己資本費用」「他人資本費用」「利益対応税」の合計額を適正利潤としている。

委員限り

■ＫＤＤＩは、ＮＴＴ東西の算定方法と同様の方法で「自己資本費用」等を算定している。

■ＮＴＴドコモは、「レートベース」、「他人資本費用」、「利益対応税」の計算について、ＮＴＴ東西の算定方法と異なる方法で算定している。

他人資本費用他人資本費用 ＝＝レートベースレートベース××他人資本比率他人資本比率××他人資本利子率他人資本利子率（接続料規則（接続料規則§§1111））

■ＮＴＴ東西の算定方法（接続料規則第１１条～第１３条）

■レートベース：（対象設備等の正味固定資産価額×（１＋繰延資産比率＋投資等比率＋貯蔵品比率）＋運転資本）×原価の算定期間

■他人資本比率：（有利子負債＋退職給付引当金）／負債資本合計

■他人資本利子率：実績利子率（有利子負債比率×有利子負債に対する比率＋有利子負債以外負債比率×有利子負債以外利子率）

自己資本費用自己資本費用 ＝＝レートベースレートベース××自己資本比率自己資本比率××自己資本利益率自己資本利益率（接続料規則（接続料規則§§1212））

利益対応税利益対応税 ＝（自己資本費用＋＝（自己資本費用＋（有利子負債以外の負債額（有利子負債以外の負債額××利子相当率）利子相当率）））××利益対応税率利益対応税率（接続料規則（接続料規則§§1313））



17ＥＵにおける携帯電話接続料の見直しの動向ＥＵにおける携帯電話接続料の見直しの動向

■ＥＵにおいては、接続料原価算定に関する統一的な基準がなく、加盟各国で異なる取扱いが行われていた接続料算定ルールの統一化を図り、もっ

公 競争を促進する観点から 携帯電話接続料 見直しに関する勧告案を 年 月に公表 年 月ま パブリ ク メ トを実施て公正競争を促進する観点から、携帯電話接続料の見直しに関する勧告案を０８年６月に公表。０８年９月までパブリックコメントを実施。

■現在、その結果等を踏まえ、最終勧告に向けた取組が行われているところ（０９年４月目途との記事あり）。

勧告案の背景 関連動向等

０８年６月 欧州委員会による勧告案の公表

■加盟国内又は加盟国間において、接続料の算定ルールに、以下のような３つ

の不統一性が存在。これが公正競争環境や利用者利益を阻害。

①接続料規制
の適用

コスト指向の接続料算定や会計分離等の義務が課される

事業者と課されない事業者が存在 等

②コストの
算定方法

トップダウンＬＲＩＣ、ボトムアップＬＲＩＣ、ベンチマークなどが

混在するだけでなく 各方式内の運用も区々 等

今後３年で約７０％のコスト削減を期待今後３年で約７０％のコスト削減を期待
（欧州委員会レディング委員（情報社会・メディア担当））（欧州委員会レディング委員（情報社会・メディア担当））

０８年９月 パブリックコメント締切

③接続料水準
の非対称性

算定方法 混在するだけでなく、各方式内の運用も区々 等

正当な場合には、事業者間で接続料原価に差異が生じる

ことは認められているが、その扱いが適切でない 等

０８年９月 パブリックコメント締切

ボトムアップＬＲＩＣ方式に反対するものではなボトムアップＬＲＩＣ方式に反対するものではな
いが、他の選択肢も考慮してもらいたいいが、他の選択肢も考慮してもらいたい
（ＥＲＧ：欧州各国の規制庁の代表機関）（ＥＲＧ：欧州各国の規制庁の代表機関）

勧告案の概要

携帯電話接続料は、加盟国内で７.５倍の差。固定電話接続料とも９倍の差
０８年１０月

イタリアは、勧告案に沿った
接続料算定ルールの導入を欧州委員会に通知

■各国規制庁は、効率的な事業者に生じるコストに基づき、ＳＭＰ事業者で対

称的な接続料を設定することが必要

勧告案の概要
フランスで、ボトムアップＬＲＩＣ方式を採用した
携帯電話接続料の段階的引き下げを決定

ルーマニアは 勧告案に沿った

０８年１２月

■ボトムアップＬＲＩＣモデルに基づくコスト算定
（アクセス網は２Ｇ・３Ｇの混合、コア網はＮＧＮ）

２０１１年末
まで

（☞ボトムアップＬＲＩＣモデル以外の他の方法でも、当該ＬＲＩＣモデルで算定したコストを上回
らないこと等を証明可能であれば、2013年末までに当該方法での接続料設定は可能）

０９年４月？ 欧州委員会による最終勧告の公表

０９年１月
ルーマニアは、勧告案に沿った

接続料算定ルールの導入を欧州委員会に通知



18フランスの携帯電話接続料の見直しフランスの携帯電話接続料の見直し

■２００８年１２月、ＡＲＣＥＰ（フランスの通信規制庁）は、携帯電話網の成熟化、固定網と移動網の融合の進展、大口プラン（定額料金）の増加といった市

場環境の変化を踏まえ、携帯電話接続料の算定方法を増分費用方式に変更することにより、接続料の上限値を大幅に引き下げることを決定。

■これは、２００９年７月から２０１０年１２月までの接続料の上限値を定めるものであり、これにより、フランステレコムとＳＦＲの接続料（１分）は、現行の６.５

ユーロ・セントから３ユーロ・セントに、ブイグテレコムの接続料（１分）は、現行の８.５ユーロセントから４ユーロセントと半額以下に引き下げられることになる。

■なお 各社の経営への影響に配慮して ２００９年７月からと２０１０年７月からの２段階に分けて引き下げを行う激変緩和措置を講じている■なお、各社の経営への影響に配慮して、２００９年７月からと２０１０年７月からの２段階に分けて引き下げを行う激変緩和措置を講じている。

携帯電話接続料（１分当たり） （参考）各国の携帯電話接続料の比較

6.5ユーロセント

8.5ユーロセント

6ユーロセント
6

7

8

9

ブイグテレコム

20.1円

22.7円

20円

24円

接続料
ﾚﾍﾞﾙ

イタリア TIM

ドイツ

Tモバイル

（ドコモ料金は、区域内・区域外平均）

為替レート （2008年平均）

1ユーロ＝ １５２．０７円、 1ポンド＝１９０．５８円

4.5ユーロセント

3ユーロセント

4ユーロセント

2

3

4

5

オレンジ

ＳＦＲ

19.0円

16.7円

18.4円

17.0円

15.2円

17.5円

15.7円
15.4円

16円

ﾚﾍ ﾙ
（1分当り）

スペイン
ﾃﾚﾌｫﾆｶ

フランス

オレンジ

0

1

2

現行 ２００９年７月～ ２０１０年７月～

完全費用配賦方式 増分費用方式（ＬＲＩＣ方式）

11.0円11.2円
11.5円

9.9円

11.4円

14.4円
13.4円

12.0円

10.9円
10.7円

10.8円

13.5円

11.9円

14.4円
13.2円

12円

日本 ドコモ

イギリス d f 日本 ドコモ

イタリア TIM

ドイツ Tモバイル

イギリス vodafone

スペイン ﾃﾚﾌｫﾆｶ

現行 ２００９年７月～ ２０１０年７月～

オレンジ
６.５ユーロ・セント
（９.９円）

４.５ユーロ・セント
（６.８円）

３ユーロ・セント

（４.６円）

8円
2005年度 2006年度 2007年度 2008年度

イギリス vodafone 日本 ドコモ

フランス オレンジ

出典：Ｏｖｕｍ-Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ

9.8円

※電気通信事業政策部会・接続政策委員会合同ヒアリング（09.3.6) ＮＴＴドコモ資料

ＳＦＲ
６.５ユーロ・セント
（９.９円）

４.５ユーロ・セント
（６.８円）

３ユーロ・セント

（４.６円）

ブイグテレコム
８.５ユーロセント
（１２.９円）

６ユーロ・セント

（９.１円）
４ユーロ・セント

（６.１円）
※為替レートは、右記ＮＴＴドコモが用いたもの（０８年平均：１５２.０７円）を採用
なお、０９年２月末の為替レートは、１ユーロ＝１２４.２３円



19④会計制度との関係④会計制度との関係１．第二種指定電気通信設備制度の検証１．第二種指定電気通信設備制度の検証

■現在、第二種指定電気通信設備を設置する事業者には、規制会計（電気通信事業会計・接続会計）の整理が義務付けられておらず、接続料算定と規制会計がリ

ンクしない形となっている。この点について、接続料算定の透明性・検証可能性向上の観点と規制コスト増大の観点等を踏まえ、どのように考えるか。

会計制度との関係会計制度との関係各事業者の意見

接続会計の整理は不要接続会計の整理は不要

①携帯電話事業者の市場支配力の大きさにかんがみれば、接続料の算定根拠

検証に必須となる規制会計の整理義務付けが必要

接続料の算定根拠検証のために規制会計の整理が必要接続料の算定根拠検証のために規制会計の整理が必要

①設備競争が機能している移動体については、ＮＴＴ東西のボトルネック設備の

ような設備の非効率性が生じる可能性は小さくなる。そのため、二種指定設備検証に必須となる規制会計の整理義務付けが必要

②現在の一種指定設備制度と同一概念の規制会計が義務付けられるべき。この

ようなコスト計算ができるようになることが、二種指定事業者の原価意識を高め、

経営効率の向上に資する。米国でも、独禁法の強化が管理会計の発展を促し

た歴史的な事実もあり、コスト増を超えるコストダウンが期待可能。更に、ネット

ような設備の非効率性が生じる可能性は小さくなる。そのため、二種指定設備

について、接続会計の作成義務などの一種設備と同様の規制コストをかける必

要性は認められない。事実、移動体の接続料は現状でも毎年低下している

②電気通信事業会計に基づく算定は既に行ってきたところであり、規制は最小限の

範囲にとどめるべきであるため、会計制度の変更（接続会計の整理）は不要た歴史的な事実もあり、コスト増を超えるコストダウンが期待可能。更に、ネット

ワーク構成の簡素化、設備や機能区分の簡素化、適用する接続料算定方式の

統一・簡便化による合理化の進展も期待され、更なるコストダウンにつながる

③一種指定設備制度と同様、規則、接続会計を法令で定めることによって、接続

料算定の透明性向上を図る観点から、適正な利潤・原価の明確化を図るべき

範囲にとどめる きであるため、会計制度の変更（接続会計の整理）は不要

（①ＫＤＤＩ、②ＮＴＴ持株）（①ＳＴＮｅｔ、②ＭＶＮＯ協議会、③個人、イー・モバイル）

接続料の算定方法に基づいた算定が行われているかの検証は必要接続料の算定方法に基づいた算定が行われているかの検証は必要

■接続料算定方法の透明性向上を図る以上、その算定方法に基づいた算定が行われているかの検証は必要。その際の留意点として以下の点の考慮が必要。

①規制会計の具体的な制度設計に当たっては、接続料算定の検証という目的に照らし、電気通信事業会計をベースとし、また社外への公表に当たっては、重要な経

営情報が含まれず、また必要以上に多岐かつ詳細な情報とならないように配慮が必要

②接続料算定の検証も、全ての携帯事業者を対象とすることが必要

③接続料算定に必要なコスト情報を規制当局に提示しているフランス等では、全ての携帯事業者を対象とするとともに、公表義務は課していない

（ＮＴＴドコモ）



20接続料算定と規制会計との関係接続料算定と規制会計との関係

■第一種指定電気通信設備制度（実績原価方式の例）
電気通信事業会計の損益計算書の営業費用について、電気通信事業会計の損益計算書の営業費用について、
接続会計において管理部門・利用部門の設備区分に帰属接続会計において管理部門・利用部門の設備区分に帰属

営業費 端末系伝送路
（電気信号の伝

第一種
指定設

営業費

電気通信事業会計 接続会計

設備区分

網使用料算定根拠

第 種指定電気通信設備制度（実績原価方式 例） 接続会計において管理部門・利用部門の設備区分に帰属接続会計において管理部門・利用部門の設備区分に帰属

運用費

施設保全費

共通費

管理費

試験研究費

（電気信号の伝
送に係るもの）

指定設
備管理
部門

主配線盤（電気
信号の伝送に係
るもの）

・・・

運用費

施設保全費

共通費

管理費

試験研究費

実
績
原

●
●

対象設備等に係る
「設備区分別費用明細表設備区分別費用明細表に記載された費試験研究費

研究費償却

減価償却費

固定資産除却費

通信設備使用料

・・・

・・・

指定外県内伝送
路

第一種
指定設
備利用

試験研究費

研究費償却

減価償却費

固定資産除却費

通信設備使用料

価
方
式

機
能

用」の額を基礎として算定基礎として算定

（接続料規則§9）

租税公課
備利用
部門・・・

租税公課

■第二種指定電気通信設備制度 規制会計と接続料算定は、制度上リンクしていない規制会計と接続料算定は、制度上リンクしていない

営業費

運用費

施設保全費

電気通信事業会計

移動電気通信役務損益明細表

役務の種類 営業
収益

営業
費用

営業
利益

更に、ＮＴＴドコモには、

移動電気通信役務損益明細表

の作成が義務付け

ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩともに

電気通信事業会計（ＰＬ等）

は整理
共通費

管理費

試験研究費

研究費償却

減価償却費

移
動
電
気
通
信
役
務

音
声
伝
送
役
務

携帯電話

ＰＨＳ

その他の移動体通信

小 計

データ伝送役務

ＮＴＴドコモの音声通話接続料は、

当該表の携帯電話欄の

営業費用に基づき算定

ただし、

第二種指定電気通信設備を

設置していることとは無関係

は整理

減価償却費

固定資産除却費

通信設備使用料

租税公課

務 データ伝送役務

小 計

移動電気通信役務以外の電気通信役務

合 計

※ＮＴＴドコモは、禁止行為等規定適用
事業者として、ＫＤＤＩは、基礎的電気
通信役務提供事業者として、電気通
信事業会計の整理が義務付け。



21①鉄塔①鉄塔等の設備共用ルールにつ等の設備共用ルールについていて

■移動網を構築する上では、業務区域内に基地局をきめ細かく整備することが必要となるが、新規参入事業者がサービスエリアを既存事業者と同程度まで拡大す

るには相当の期間や ストが必要となる また 空中線（アンテナ）を設置するための鉄塔などを設置する物理的スペ スは限られており 景観上の問題等で新た

２．ネットワークインフラの利活用２．ネットワークインフラの利活用

るには相当の期間やコストが必要となる。また、空中線（アンテナ）を設置するための鉄塔などを設置する物理的スペースは限られており、景観上の問題等で新た

な鉄塔等の設置が困難な場合もある。

ネットワークインフラの利活用を図ることは、新規参入や事業展開を容易にする面はあるが、他方、周波数の割当を受けた事業者は、その業務区域内に自ら設

備を構築して事業展開を行うことが原則と考えられる。これらの点を踏まえ、

①鉄塔など設備の共用ルールの整備についてどのように考えるか①鉄塔など設備の共用ルールの整備についてどのように考えるか。

鉄塔等の共用鉄塔等の共用各事業者の意見

原則事業者間協議に委ねることが適当原則事業者間協議に委ねることが適当

①鉄塔などの設備共用は、環境整備の側面、社会的インフラとしても効率化して

いくべきであり、事業者にとってもコスト低減になることから、鉄塔共用のニー

ズは非常に高く 共用のルール化について検討を進めることは有用

設備の共用ルールの整備が必要設備の共用ルールの整備が必要

①電気通信市場では、設備競争がサービス競争の根幹。安易に設備共用をルール化

した場合、現行の競争条件下で鉄塔等の設備を建設し競争を行っている事業者に

とって不利に改定されることになり ひいては設備競争の後退につながる。設備共ズは非常に高く、共用のル ル化について検討を進めることは有用

②資源の節約・有効利用・コスト削減の観点から、設備の共用は率先して行うべ

き。鉄塔などの設備共用ルールの整備については、コロケーション制度と同様

の整備が今後必要。また、不動産所有者の過度の占用料の在り方も論じるこ

とが必要

とって不利に改定されることになり、ひいては設備競争の後退につながる。設備共

用ルールは、制度化すべきでなく、接続事業者間の調整により行われるべき

②移動体の鉄塔等の設備は、原則として事業者自らが整備すべきであり、共用

の必要に応じ事業者間の協議によりその実現を図ることが適当

③現状でも、必要に応じて事業者間で設備の共用を行っており、共用の是非や③現状でも、必要に応じて事業者間で設備の共用を行っており、共用の是非や

方法は、原則事業者間の協議に委ねることが適当

④鉄塔等の設備共用は、事業者が自らのエリア構築により競争に伍している中で、

社会的な要請等を踏まえ、景観対策や公共性を有する場所等を対象に事業者によ

る自主的な取組により、新規参入事業者の参画も得て実施している。現状、あえて

ルール化が必要とは考えられず、事業者間の合意に基づく現行の取組で対処可能

（①ＳＴＮｅｔ、②ＵＱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ、③ＫＤＤI、④ＮＴＴドコモ）（①イー・モバイル、②ＭＶＮＯ協議会）



22固定通信分野におけるネットワークインフラ利活用に関する措置固定通信分野におけるネットワークインフラ利活用に関する措置

固定通信分野におけるネットワークインフラの利活用に関する措置

共用を義務付け（コロケーションルール） 設備利用の円滑化を促進 事後的な紛争処理機能の対象

➣設備の共用に係る紛争事案について

は 総務大臣の裁定や電気通信事業

➣電柱や管路等については、線路敷設

の円滑化を図る観点から ０１年に「公

➣接続事業者が、接続に必要な設備を建

物 管路 電柱等に円滑に設置できるよ

一種指定事業者
全事業者 全事業者

は、総務大臣の裁定や電気通信事業

紛争処理委員会の紛争処理機能の対

象とされている。

の円滑化を図る観点から、０１年に「公

益事業者の電柱・管路等使用に関する

ガイドライン」が策定されている。

物、管路、電柱等に円滑に設置できるよ

うにするため、コロケーションルール（手

続・料金）が整備されている。

× × ×
鉄塔等の共用には、上記のいずれの措置も存在しない又は適用が明確でない
（☞自らの設備設置が原則だが、それが困難な場合等には、何らかの措置が必要か）

× × ×



23②ローミングの制度化について②ローミングの制度化について２．ネットワークインフラの利活用２．ネットワークインフラの利活用

■移動網を構築する上では、業務区域内に基地局をきめ細かく整備することが必要となるが、新規参入事業者がサービスエリアを既存事業者と同程度まで拡大す

るには相当の期間やコストが必要となる また 空中線（アンテナ）を設置するための鉄塔などを設置する物理的スペ スは限られており 景観上の問題等で新たるには相当の期間やコストが必要となる。また、空中線（アンテナ）を設置するための鉄塔などを設置する物理的スペースは限られており、景観上の問題等で新た

な鉄塔等の設置が困難な場合もある。

ネットワークインフラの利活用を図ることは、新規参入や事業展開を容易にする面はあるが、他方、周波数の割当を受けた事業者は、その業務区域内に自ら設

備を構築して事業展開を行うことが原則と考えられる。これらの点を踏まえ、

②また ローミングの制度化についてどのように考えるか。②また、ロ ミングの制度化についてどのように考えるか。

基地局設置が困難な場合 既存事業者へ

ローミングの制度化ローミングの制度化各事業者の意見

ルール化は否定しないが 対象を新規参入

①今後、現状の移動通信網は、固定通
信・移動通信融合型のＩＰ網であるＮＧＮ

制度化が必要制度化が必要
基地局設置が困難な場合、既存事業者へ
のローミングを含めた義務付けを市場シェア
の高い二種指定事業者に対し行うべき

①設備競争の後退につながるため、
ローミングは制度化すべきではない

ル ル化は否定しないが、対象を新規参入
事業者とする時限的措置であり、全携帯事
業者の取組であることの明確化等が必要

制度化は不要制度化は不要

信 移動通信融合型のＩＰ網であるＮＧＮ
に移行すると期待されるので、これを機
会にＮＧＮにおける事業者間ローミング
の在り方について検討し、我が国におけ
るローミング制度を確立することが必要

ミングは制度化す きではな

（①テレサ協 ＭＶＮＯ協議会 個人）

②同一カテゴリー同士のＭＮＯは、
ネットワーク利用は禁止されるべき。
電波免許を取得して自ら全国網を
構築する義務の放棄。

■最近は、景観条例等の規制により、基地局の建設が進まないことが多くなっている。

また、地方では、基地局設置を自治体と協議した際、住民からシェアが最も高い事

業者に対する設置要望が強く、当該事業者のみがエリア展開可能となる等、エリア

展開での事業間格差は拡大している状況 このような状況は 公正競争上問題であ

（①ＳＴＮet、②ＭＶＮＯ協議会、日本通信）
（①テレサ協、ＭＶＮＯ協議会、個人）

■ローミングのルール化そのものは否定しないが、ルール化を図る場合は、設備構築ｲﾝｾ

ﾝﾃｨﾌﾞ・健全な設備競争維持の観点から、下記の条件の明確化が必要

①周波数割当事業者は、自ら設備構築し事業展開を行うとの原則を明確にした

グ展開での事業間格差は拡大している状況。このような状況は、公正競争上問題であ

るばかりか、利用者利便の向上の観点からも問題。

複数事業者の基地局設置が難しいケースにおいて、最も優位に基地局設置を推

進している事業者へのローミングを可能とすることによって、同一地域で複数の事

業者がサービス提供できるようにすべきであり、エリア展開を最も優位に推進可能

な二種指定事業者の中で市場シ アの高い事業者（例 40% 50%）に対してロ ミン

上で、ローミングはあくまで新規参入事業者を対象とし、その免許条件で課さ

れたエリア構築が完了するまでの間の時限的措置として位置付けること

②「競争の最重要ファクター」である設備を提供すること、効率的に設備を設置

しうる都市部よりも、高コストになりがちなルーラルエリアの設備を提供する要

望が中心となると考えられることから 提供側にもメリットを生じさせるwin-winな二種指定事業者の中で市場シェアの高い事業者（例：40%～50%）に対してローミン

グによるネットワークの開放を義務付けるべき。この効果として、携帯電話の利用者

が、事故や災害等に遭遇した場合に、緊急機関への通報が可能となる範囲が広がり、

利用者の生命が救われる可能性が高まるといった優れた点も挙げられる

（ＳＢＭ）

望が中心となると考えられることから、提供側にもメリットを生じさせるwin win

の関係構築を基本とすること

③周波数割当の理念や既存事業者間では同等の設備を有し設備の代替性が確

保されている点を踏まえ、当該ルールは既存の全携帯事業者を対象とすること

（①ＮＴＴドコモ・持株、ＫＤＤI、②・③NTTドコモ）



24②ローミングの制度化について②ローミングの制度化について２．ネットワークインフラの利活用２．ネットワークインフラの利活用

８００ＭＨｚの設備構築上の優位性８００ＭＨｚの設備構築上の優位性各事業者の意見

800800ＭＨｚを有しないことのﾃｨ゙ｽｱﾄ゙ﾊﾞﾝﾃｰｼﾞは解消できず、ローミング義務化が必要ＭＨｚを有しないことのﾃｨ゙ｽｱﾄ゙ﾊﾞﾝﾃｰｼﾞは解消できず、ローミング義務化が必要

■携帯電話事業者にとって、エリア展開は、ユーザがキャリアを選択する上で重

多少の優位性はあるが、ローミングを義務付けるまでの論拠にはならない多少の優位性はあるが、ローミングを義務付けるまでの論拠にはならない

■８００ＭＨｚ帯は、国際的にも伝搬距離や浸透度等の面で優位性が認められて

要なファクターとして競争状況を左右するもの。また、携帯電話事業者がＮＷレ

イヤにおける設備構築を推進することで、ＭＶＮＯや通信ＰＦレイヤのオープン

化に伴う新規参入の促進、電気通信事業の活性化が図られたものと認識

■公共の財産である周波数の割当を受けた事業者は自らの責任で設備構築し、

事業を行うことが前提

いるところであり、当該帯域がゴールデンバンドと言われていることは業界にお

いても常識

■仮に、８００ＭＨｚ帯を割り当てられている事業者がそれでも「８００ＭＨｚの優位

性はなく、２ＧＨｚ帯と変わりない」と主張されるのであれば、一定の時間をかけ

て弊社が８００ＭＨ の全帯域を使用可能とし 他社は２ＧＨ 帯等を使用するよ事業を行うことが前提

■確かに、８００ＭＨｚがエリア浸透性で多少優位性が存在することは否めない

が、それにより２ＧＨｚの周波数割当に当たって課された設備構築義務が解消さ

れるものではない。加えて、鉄塔やトンネル、地下鉄等において、設備共用を自

主的に実施していることを踏まえると、その優位性の差分の程度は、ローミング

て弊社が８００ＭＨｚの全帯域を使用可能とし、他社は２ＧＨｚ帯等を使用するよ

う周波数割当を変更していただきたい

■なお、弊社でも、ホームアンテナの設置などのきめ細かい顧客対応やフェムト

セルなどの導入検討を推進するなど、保有周波数帯の不利がありながらも、他

事業者と少なくとも同等の対応により消費者利益の向上に努めているものと考
を実施すべきとするまでの論拠にはなり得ない（全国展開に必要な設備コストの

８００ＭＨｚと２ＧＨｚの差分は約５％程度と想定）

■このような状況下で、既存事業者であるＳＢＭにローミングを認めることは、設

備投資インセンティブや健全な設備競争、更には公正な競争環境に多大な悪

影響を及ぼすおそれ

事業者と少なくとも同等の対応により消費者利益の向上に努めているものと考

える。しかしながら、そうした対応を行ったとしても、８００ＭＨｚを有しないことに

よる競争上のディスアドバンテージは解消できず、消費者利益の観点からも、８

００ＭＨｚ保有事業者におけるローミング義務化が必要

（ＳＢＭ）
影響を及ぼすおそれ

（ＮＴＴドコモ）

■既存事業者に対するローミング提供は健全な設備競争の否定にもつながるこ

とから、経済合理性の成立の可否以前の問題と捉えられ、｢収益はドコモが得

るという前提であればローミングの提供を行う余地はある｣とは言えないものと

■周波数の違いにより置局の設計が異なることは理解しますが、例えば、８００Ｍ

ｈｚ帯では周波数再編のためのコストが別途必要となるなど 必ずしも２Ｇｈｚ帯の

るという前提であればロ ミングの提供を行う余地はある｣とは言えないものと

考えます
（ＮＴＴドコモ）

ｈｚ帯では周波数再編のためのコストが別途必要となるなど、必ずしも２Ｇｈｚ帯の

みが一方的に不利とはいえない状況にあります。従って、保有する周波数帯の差

だけをもって、ローミングのルール化を検討することは適当でないと考えます
（ＫＤＤＩ）



25②ローミングの制度化について②ローミングの制度化について２．ネットワークインフラの利活用２．ネットワークインフラの利活用

各事業者の意見

緊急通報に限定したローミング緊急通報に限定したローミング

多大なコストが予想。最も国民的利益に適う方法の模索が必要多大なコストが予想。最も国民的利益に適う方法の模索が必要緊急通報の整備に際しローミングは有効な手段緊急通報の整備に際しローミングは有効な手段

■携帯電話は契約数が１億を超え、既に加入電話の加入数

を大きく上回り、固定電話を有さない住居も存在する等、国

民生活に不可欠な通信サービスになっており、将来的に加

■国民的利益の観点から、緊急通報を確保することは重要

■ただし、現行の携帯電話システムにおいて緊急通報呼の

みをローミングによって確保することについては、設備改修

等に多大な ストがかかることが予想されるため 緊急通報入電話に代わるユニバーサルサービスと位置づけられるこ

とも想定

■このため、ソフトバンクの要望しているとおり、公益性・緊

急性の高い緊急通報については可能な限り整備されるべき

であり ロ ミングはその有効な手段

等に多大なコストがかかることが予想されるため、緊急通報

の確保については、技術面、費用面、環境面、時間面等多

角的な視点で検証を行い、最も国民的利益に適う方法を模

索することが適当

であり、ローミングはその有効な手段

■ローミングのルール化は、まずドミナント事業者から行うべ

き
（イー･モバイル） （ＫＤＤＩ）

■公益性・緊急性の観点から、設備構築状況の格差が解消されるまでの間、緊急
■８００ＭＨｚと２ＧＨｚ帯ではカバレッジに差異が生じることから 緊急通報に

緊急通報に限定したローミングは否定し得ないが、実現可能性・有効性の整理が必要 緊急通報に限定したローミングでは不十分

通報に限定してローミングを行うこと自体は否定し得ないものと認識しているが、

緊急通報のローミングによる対応については、法令上緊急機関から発信者に呼

び返しができる仕組みが必須等の課題があり、実現可能性や有効性についてきち

んと整理することが必要

■他携帯電話事業者から当社 の緊急通報に限 たロ ミングを申し込まれた

■８００ＭＨｚと２ＧＨｚ帯ではカバレッジに差異が生じることから、緊急通報に

限ってローミング対象とするのは不十分

■消費者利益の向上の観点から、公益性・緊急性の高い家族や知人への安否

連絡を含む、その他通信も対象とすべき

■ローミング受入れ事業者にローミング収益の全てを提供する方式を採ることに■他携帯電話事業者から当社への緊急通報に限ったローミングを申し込まれた

場合には、開発コストや網使用料を含めたランニングコストの負担を前提に協

議・検討することはやぶさかではない

■ロ ミング受入れ事業者にロ ミング収益の全てを提供する方式を採ることに

より、自社エリア拡大のためのネットワーク構築に対するインセンティブが確

保されることから、ローミングにより設備競争が阻害されることはない

（ＳＢＭ）（ＮＴＴドコモ）



26ローミングの実現形態についてローミングの実現形態について

ローミングを実現するために考えられる形態 （下図の例で言うと、事業者Ａのユーザ②が、事業者Ｂのネットワークで発着信できるようにするための形態）

接続協定＋ローミング協定（ローミング契約）形態 卸電気通信役務形態 接続協定形態

➢Ｂのネットワークで、Ａのユーザも発着信できる
事業者Ａの
ユーザ③

事業者Ｂの
ユーザ例 ば 接続条

②ローミング協定

ようにするための協定
（ＢからＡに対し、②に係る通話料債権を譲渡（Ａ
はＢに手続費を支払））

事業者Ａの

ネットワーク

事業者Ｂの

ネットワーク◎

ユーザ③ユーザ例えば、接続条件
として、ローミング
協定の内容を規定

事業者Ａの

ネットワーク

事業者Ｂの

ネットワーク◎
①接続協定

Ａの電気通信役務 Ｂの電気通信役務

ＢからＡに電気通信役務を
提供（卸電気通信役務）

事業者Ａの

ネットワーク

事業者Ｂの

ネットワーク◎
接続協定

Ａの電気通信役務

提供（卸電気通信役務）

Ａの電気通信役務 Ｂの電気通信役務

③ローミング契約

事業者 事業者Ａの

Ａの電気通信役務 Ｂの電気通信役務

事業者Ａの
ユーザ①

事業者Ａの
ユーザ②

事業者Ａの
ユーザ①

事業者Ａの
ユーザ②

事業者Ａの
ユーザ①

事業者Ａの
ユーザ②

■事業者Ａ・Ｂ間で、接続協定に加えて、ローミン
■事業者Ａが 事業者Ｂのネットワークに係る電気

■接続形態による役務提供とは、接続点を分界とし
て 事業者ＡとＢそれぞれの電気通信役務がセ トグ協定を締結

■当該協定に基づき、事業者Ｂとローミング契約
を締結した事業者Ａのユーザ（上図ではユーザ
②）は、事業者Ｂのユーザとして、事業者Ｂのネッ
トワークを通じた発着信サービスを利用可能

■事業者Ａが、事業者Ｂのネットワ クに係る電気
通信役務の提供を受けて、自網に係る電気通信
役務と一体として、自らが利用者（上図ではユー
ザ②）に対してサービスを提供する形態
（☞事業者Ｂとユーザ②の間に契約関係なし）

■卸電気通信役務については 不当な差別的取

て、事業者ＡとＢそれぞれの電気通信役務がセット
となり、サービス提供される形態であることが必要

■このため、事業者Ｂの電気通信役務のみで提供さ
れる場合、例えば、

・事業者Ａのユーザ②から発信し、事業者Ａのユー

■なお、ローミング協定は、接続協定や卸電気通
信役務と異なり、電気通信事業法上の位置付け
のない民民の協定（☞事業法上の紛争処理機能
等の利用は通常想定されない）

■卸電気通信役務については、不当な差別的取
扱いの場合の業務改善命令、総務大臣の裁定、
紛争処理委員会の紛争処理等の対象

■国際ローミングでは、当該形態が一般的

ザ③や事業者Ｂのユーザに着信する場合、

・また、事業者Ｂのユーザから発信し、事業者Ａの
ユーザ②に着信する場合について、

接続形態による役務提供と捉えることは困難



27設備競争とサービス競争の観点設備競争とサービス競争の観点

設備競争とサービス競争

自ら構築したネットワーク又は他の電気通信事業者の構築したネッ
トワークを用いて利用者に対しサービス提供をする競争

各電気通信事業者が自ら構築したネットワークを用いて
利用者に対しサービス提供をする競争

設備競争（facility based competition) サービス競争（service based competition）

トワ クを用いて利用者に対しサ ビス提供をする競争利用者に対しサ ビス提供をする競争

これまで「設備競争」と「サービス競争」の双方を促進（☞サービス競争の促進の観点から、接続ルールの整備等）

移動通信事業者（ＭＮＯ）による他の移動通信事業者網の利用

設備競争とサービス競争のバランス設備競争とサービス競争のバランス

サービス競争重視設備競争重視

無線ネットワークは、有線ネットワークに比べると、設備ベースの競争が行いやすいか？無線ネットワークは、有線ネットワークに比べると、設備ベースの競争が行いやすいか？

事業者間で
合意する場合 望ましくない 望ましい

事業者間で
合意はないが、
接続請求され 望ましくない 望ましい

接続の拒否事由との
関係をどう考えるか

た場合

新規参入事業者か否か、時限的な利用か否かなどに分けて検討することが新規参入事業者か否か、時限的な利用か否かなどに分けて検討することが適当か？適当か？



28既存事業者網の利用形態既存事業者網の利用形態

既存事業者網の利用形態

新規参入事業者（ＭＮＯ）による既存事業者網の利用 既存事業者（ＭＮＯ）による他既存事業者網他既存事業者網の利用

条件あり条件あり 条件あり条件あり条件なし条件なし 条件なし条件なし

市場が （例えば 全国展開までの時限措

条件あり条件あり 条件あり条件あり

（例えば、全国的に自前ネットワー
クを構築して電波を有効に利用

条件なし条件なし 条件なし条件なし

（例えば、過疎地での自前の
基地局整備、高トラフィックエ

（例えば、過疎地での自前の
基地局整備、高トラフィックエ市場が

同一
（例えば、全国展開までの時限措
置の場合は、どう考えるか）

クを構築して電波を有効に利用
している者が、トラヒックの急増
によるネットワーク容量の逼迫に
対応する場合は、どう考えるか）

基地局整備、高トラフィックエ
リアでの設備増強等を怠り、
他既存事業者網を利用する
場合は、どう考えるか）

基地局整備、高トラフィックエ
リアでの設備増強等を怠り、
既存事業者網を利用する場
合は、どう考えるか）

市場が異
なる又は
完全に同
一でない

（例えば、携帯電話事業者（３Ｇ）によるＢＷＡネットワーク
を利用したサービス提供が想定）

■新規参入事業者（ＭＮＯ）による既存事業者網の利用、既存事業者（ＭＮＯ）による他既存事業者網の利用について、設備競争・

ビ 競争 観点等を踏まえ ど う 考えるかサービス競争の観点等を踏まえ、どのように考えるか。

①競争促進や利便性の向上等の観点から、許容されるような利用形態としてどのようなものが考えられるか。

②電気通信の健全な発達等の観点から、慎重に検討が必要な利用形態としてどのようなものが考えられるか。

■競争促進等の観点から許容される既存事業者網の利用形態がある場合、当該形態による利用を促進する観点から、講じるべき

措置はあるか。

■また、電気通信の健全な発達等の観点から望ましくない既存事業者網の利用形態がある場合、当該形態による利用を防止する観

点から、事業者間合意がある場合、事業者間合意はないが接続請求等をされた場合、それぞれについて講じるべき措置はあるか。
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参考資料参考資料



30指定電気通信設備制度の枠組み指定電気通信設備制度の枠組み

第一種指定電気通信設備制度（固定系） 第二種指定電気通信設備制度（移動系）

業務区域ごとに
25％超のシェアを占める端末設備を有すること指定要件

都道府県ごとに
50％超のシェアを占める加入者回線を有すること

ＮＴＴ東西を指定（９８年） ＮＴＴドコモ（０２年）、ＫＤＤＩ（０５年）・沖縄セルラー（０２年）を指定

指定対象設備

加入者回線及びこれと一体として設置される電気通信設備
であって、他の電気通信事業者との接続が利用者の利便の
向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に欠くことが
できない電気通信設備

基地局回線及び移動体通信役務を提供するために設置さ
れる電気通信設備であって、他の電気通信事業者との適
正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備

できない電気通信設備
正かつ円滑な接続を確保す き電気通信設備

■接続約款（接続料・接続条件）の認可制 ■接続約款（接続料・接続条件）の届出制

第一種指定電気通信設備を設置する者に対する規制第一種指定電気通信設備を設置する者に対する規制 第二種指定電気通信設備を設置する者に対する規制第二種指定電気通信設備を設置する者に対する規制

接続関連規制

■接続約款（接続料・接続条件）の認可制

■接続会計の整理義務

■網機能提供計画の届出・公表義務

■接続約款（接続料・接続条件）の届出制

■網機能提供計画の届出・公表義務

利用者料金

指定電気通信役務
（第一種指定電気通信設備により提供され
る役務であって、他の事業者による代替的
なサ ビスが十分に提供されないもの）

■契約約款の届出制
■電気通信事業会計の
整理義務利用者料金

関連規制
なサービスが十分に提供されないもの）

特定電気通信役務
（指定電気通信役務のうち、利用者の利
益に及ぼす影響が大きいもの）

整理義務

■プライスキャップ規制 更に、収益ベースのシェアが25％を超える場合に
個別に指定された者に対する規制

ＮＴＴドコモ（０２年）を指定

行為規制

■特定業務以外への情報流用の禁止
■各事業者の公平な取扱い
■設備製造業者・販売業者の公平な取扱い
■特定関係事業者との間のファイアウォール

■特定業務以外への情報流用の禁止
■各事業者の公平な取扱い
■設備製造業者・販売業者の公平な取扱い

ＮＴＴドコモ（０２年）を指定

■電気通信
事業会計の
整理義務

■電気通信
事業会計の
整理義務



31指定電気通信設備制度創設の背景・趣旨指定電気通信設備制度創設の背景・趣旨

第一種指定電気通信設備制度（９７年事業法改正）

背景（９６年答申）

■電気通信事業法の制定（８４年）により創設され

た接続制度は、接続を義務として規定せず、事業

制度趣旨（９６年答申）

■電気通信サービスの利用者は、加入者回線で事業者のネットワークとつながっており、最終的には加入

者回線を経由しなければ、当該利用者にはつながらない構造となっているため、加入者回線を有する事

業者は 利用者に対する他事業者からのアクセスを独占している状況
者間協議を前提としていた。

■サービスの多様化が進む中で、フレームリレー

サービスや仮想専用網（ＶＰＮ）サービスのような

新サービスの提供を巡って接続協議が難航し、ま

た接続料の対象となる費用範囲についても継続

業者は、利用者に対する他事業者からのアクセスを独占している状況。

■このように、加入者回線を相当な規模で有する事業者のネットワークへの接続は、他事業者の事業展開

上不可欠であり、利用者の利便性の確保からも、当該ネットワークの利用の確保が不可欠。

■しかし、相当規模の加入者回線を有する事業者は、接続協議において圧倒的に優位に立ち得ることから、

事業者間協議により合理的な条件に合意することが期待しにくい構造。

第二種指定電気通信設備制度（０１年事業法改正）

た接続料の対象となる費用範囲についても継続

的に協議が行われるなど、事業者間協議を前提

とする制度は必ずしも有効に機能しない状況。

■したがって、当該ネットワークへの透明、公平、迅速かつ合理的な条件による接続を確保することにより、

競争を促進し、かつ、利用者利便の増進を図るため、一般的な接続ルールに加えて、特別な接続ルール

として、（第一種）指定電気通信設備制度の創設が必要。

第二種指定電気通信設備制度（０１年事業法改正）

背景（９６年答申）

■移動体通信事業者は、①基地局間又は基地局

制度趣旨（００年答申）

■移動体通信市場で市場支配力を有すると認定された事業者は、多数の加入者を直接収容するため、他事

業者は当該事業者との接続を行わなければ 多数の加入者との間で通信を行えないことになるので 当該
と交換局間の伝送路を有していないこと、②移動

体通信事業者が扱う通信のほとんどは固定通信

事業者との間のものであり、固定通信事業者の

依存が高いことから、指定電気通信設備の対象

は、当面固定通信事業者に限り、指定電気通信

業者は当該事業者との接続を行わなければ、多数の加入者との間で通信を行えないことになるので、当該

事業者の設定する接続条件如何によっては市場に参入し、サービスを継続すること自体が困難となる。

■当該事業者は、接続事業者との相対関係において強い交渉力を有することになり、交渉上の優位性によって不

当な差別的取扱いや原価を上回る接続料が設定されると、接続事業者は市場から容易に排除される可能性。

■また、一方の側で多数の加入者を収容していないために接続交渉の迅速化のインセンティブが他方の側

にしか働かないような状況では交渉自体がともすると遅延し 市場の参入に支障を来す可能性
は、当面固定通信事業者に限り、指定電気通信

設備の定義は、接続ルールの見直し時に実態を

踏まえて見直すことが適当。

にしか働かないような状況では交渉自体がともすると遅延し、市場の参入に支障を来す可能性。

■このような市場からの排除がないようにするための最低限の担保措置として、接続料を含む接続条件に

関して透明性をより確保することを基本としたルールとして第二種指定電気通信設備制度の創設が必要。

①移動体通信市場においては、固定網と異なり、電気通信設備を設置する事業者が地域単位に３以上存在すること
② 定網 な 複数 体 事業者が 加 者 線 含 自 備 構築 備が各社遜色 く 全②固定網とは異なり、複数の移動体通信事業者が、加入者回線を含め自ら設備を構築しており、かつその設備が各社遜色なく、全
国にエリア拡大されており、加入者回線を含めたネットワークの代替性が存在していること
③移動体通信事業者の加入者や、その扱う通信量が移動体間の通信も含めて増えているが、それでも移動体間の通信は全体の５分の１以下
（９９年度）にとどまっており、また、固定網が各家庭や事業所への最終通信手段（ラストリゾート）となっているのに対して、移動体網は主として
個人単位でのオプショナルな通信手段として普及拡大しており、単純な量的な拡がりでみられるよりも移動体のボトルネック性は弱いこと

移動体通信事業者の設備
にボトルネック性がないと
された理由（００年答申）



32相互通信状況の割合の推移相互通信状況の割合の推移（通信時間・通信回数）（通信時間・通信回数）

■■主流であった固定系→固定系の通信に代わり、移動系による発着信の割合が通信時間、通信回数ともに増加傾向にある。

相互通信状況の割合の推移（通信時間） 相互通信状況の割合の推移（通信回数）
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33接続料算定の制度的枠組みの差異①接続料算定の制度的枠組みの差異①

第一種指定電気通信設備制度 第二種指定電気通信設備制度第 種指定電気通信設備制度 第二種指定電気通信設備制度

接続料が能率的な経営の下における適正な原価を算定する
ものとして総務省令で定める方法により算定された原価に照
らし公正妥当なものであること（§33Ⅳ②）

能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加え
たものを超えるものであるとき（§34Ⅲ④）

【接続約款の変更命令の発動要件】

電気通信事業法における
接続料算定に係る規定

【接続約款の認可基準】
【接続約款の変更命令の発動要件】

接続料設定の対象機能

省令で個別に規定 省令上等の定めなし

＜アンバンドルの考え方＞接続料設定の対象機能
（アンバンドル機能）

＜アン ンドルの考え方＞
過度の経済的負担を与えることがないように留意しつつ、他
事業者の要望があり、技術的に可能な場合は、アンバンドル
が必要

省令で機能ごとに規定 省令上等の定めなし

接続料原価の算定方法

省令で機能ごとに規定 省令上等の定めなし

■実績原価方式（ドライカッパ、ラインシェアリング、専用線等）
■将来原価方式（加入光ファイバ等）
■ＬＲＩＣ方式（固定電話等）
■キャリアズレート方式（ＩＮＳ1500等）

「適正な原価」の考え方
と規制会計との関係

設備コストがベース→規制会計で担保 省令上等の定めなし→規制会計は整理不要

■営業費や試験研究費などは、基本的に設備コストと無関係
であり、接続料原価には算入しない

省令で規定 省令上等の定めなし

と規制会計との関係 であり、接続料原価には算入しな
■これを担保するため、電気通信事業会計・接続会計の整理
を義務付け

「適正な利潤」の考え方

精算制度

①他人資本費用、②自己資本費用、③利益対応税の３項目
を適正利潤とし、それぞれの算定方法を規定

あり（実績原価方式） なし



34移動体通信事業者間の紛争事案移動体通信事業者間の紛争事案

■日本通信日本通信は NTTNTTドコモドコモとの相互接続によりMVNO事業を行うことを希望し 協議を実施してきたが 事業者間協議が調わないことから 平成19年

１．事案の概要

■ 料金設定の在り方料金設定の在り方 － 日本通信は「エンドエンド」料金設定を希望。

■ 接続料水準接続料水準 日本通信は帯域幅課金を希望

■日本通信日本通信は、NTTNTTドコモドコモとの相互接続によりMVNO事業を行うことを希望し、協議を実施してきたが、事業者間協議が調わないことから、平成19年

7月9日、総務大臣に対して相互接続に係る裁定を申請総務大臣に対して相互接続に係る裁定を申請。

２．主な争点

裁定申請事項 日本通信の主張日本通信の主張 NTTNTTドコモの主張ドコモの主張 総務大臣裁定総務大臣裁定

■ 接続料水準接続料水準 －－ 日本通信は帯域幅課金を希望。

■ 接続等に係る開発費用接続等に係る開発費用

３．裁定の概要

裁定申請事項 日本通信の主張日本通信の主張

平成19年7月9日裁定申請

NTTNTTドコモの主張ドコモの主張

平成19年7月31日答弁書提出

総務大臣裁定総務大臣裁定

平成19年9月21日裁定案諮問、同年11月22日答申、30日裁定

１ NTTドコモの区間
におけるサービス
の内容

日本通信のサービスの提供に必
要な範囲内で自然に決定される
もの

ユーザーに対して直接サービスを
提供する責任を負うＮＴＴドコモ
がその内容等を決定すべきもの

○裁定対象とは認められず、裁定を行わない。

なお、ドコモと日本通信は協議を行い、接続協定に基づく接続条件等
に従った形でのサービス提供を行うことが求められる。に従った形でのサ ビス提供を行うことが求められる。

２ 利用者料金の設定 ｢エンドエンド料金｣とし、日本
通信が利用者料金を設定

｢ぶつ切り料金｣ ○利用者料金の設定は、「エンドエンド料金」とし、日本通信に利用
者料金設定権を認めるのが相当。

３ エンドエンド料金
とする場合の接続

帯域幅当たり定額制課金 仮にエンドエンド料金の場合は、
パケット当たり従量制課金

○帯域幅課金（定額制）を採用することが相当。

なお、具体的な接続料金の算定方式については裁定事項４の問題。
料体系

４ 接続料の金額 適正原価＋適正利潤

算定根拠に関する情報開示と詳
細な検討が必要

接続料：原価に基づきパケット単
位で計算

○細目協議に至っておらず、裁定を行わない。

協議継続に当たっては、算定方式の合理性の検証が求められ、これに
代入すべきデータについては可能な限り開示すべき。

５ 開発を要する機能 ①開発内容 費用が疑問であり 本件の開発は日本通信の要望に従 ○細目協議に至 ておらず 裁定を行わない５ 開発を要する機能、
費用負担等

①開発内容・費用が疑問であり、
不合理

②本件開発項目は移動通信事業
者が当然具備しておくべきもの
であるから、ＮＴＴドコモが費
用負担すべき

本件の開発は日本通信の要望に従
うために特別に必要となる開発で
あり、費用は日本通信が負担すべ
き

○細目協議に至っておらず、裁定を行わない。

ただし、費用負担については、接続要望に伴う追加コストである以上、
原則、日本通信において応分負担すべき。また、通信障害等を起こさずに、
全利用者が公平に電波の利用を享受できるようにするMNOの責務に配意。

協議継続に当たっては、開発費用の検証に客観性を確保するとともに、そ
の内訳について可能な限り開示すべき用負担すべき の内訳について可能な限り開示すべき。

■ 総務大臣においては、本件裁定内容を「MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」に反映させることのほか、接続

料金の算定の在り方などＭＶＮＯとＭＮＯとの間の円滑な協議に資する事項について、適時適切に検討を行い、所要の措置を講じられることを勧告する。

４．電気通信事業紛争処理委員会による総務大臣に対する勧告



35接続約款の必要的記載事項等の比較接続約款の必要的記載事項等の比較

第一種指定電気通信設備関係 第二種指定電気通信設備関係

一・イ 総務省令で定める標準的接続箇所における技術的条件

一・ロ 総務省令で定める総務省令で定める機能ごとの接続料

一・ハ 一種指定事業者と接続事業者の責任に関する事項

一 他の電気通信事業者の電気通信設備との接続箇所

二 一に定める箇所における技術的条件

三 接続する電気通信設備の機能に係る取得すべき金額

四 二種指定事業者及び接続事業者の責任に関する事項

一・ニ 電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別

一・ホ イからニのほか、接続を円滑に行うために必要なものとして総務省令で定める事項総務省令で定める事項

一 他事業者が接続の請求等を行う場合における次の事項

イ 他事業者が接続の請求等を行う場合の手続であって次に掲げる事項を含むもの

(1)端末系伝送路設備の線路条件、光信号用の伝送路設備の敷設状況その他接続の請

取
得
取
得

（総
務
省
令
で

総
務
省
令
で

三 電気通信役務に関する料金を定める事業者の別が適正・明確に定められていないとき

( )端末系伝送路設備の線路条件、光信号用の伝送路設備の敷設状況その他接続の請
求に際して必要な情報の開示を受ける手続

(2)接続の請求を行い当該請求への回答を受ける手続

(3)光信号用の中継系伝送路設備への接続の請求を行い当該請求への回答を受ける手
続であって、一種指定事業者が当該設備を利用することとした場合の手続と同一のもの

(4)接続協定の締結及び解除の手続

得
す
べ
き
金
額
及

得
す
べ
き
金
額
及

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

五 接続協定の締結及び解除の条件

ロ 接続の請求に際して必要な情報の開示を受け接続が開示される日までの標準的期間

ハ 接続の請求の日から当該請求への回答を受け接続が開始される日までの標準的期間

二 コロケーションに係る手続・料金等に係る事項

三 現に設置する屋内配線を他事業者が利用する場合における工事等に係る事項

四 工事費等の料金

及
び
接
続
条
件

及
び
接
続
条
件

よ
り
よ
り
接
続
の
実
施
前

六 接続の請求を受けた日から接続の開始の日までの標準的期間

五 一種指定事業者及び他事業者がその利用者に対して負うべき責任に関する事項

六 重要通信の取扱方法

七 他事業者が接続に関して行う請求及び一種指定事業者が当該請求に対して行う回答に
おいて用いるべき様式

八 他事業者との協議が調わないときの法第１５４条第１項等の仲裁による解決方法

件件前
に
届
出
）

七 二種指定事業者及び他事業者がその利用者に対して負うべき責任に関する事項

八 重要通信の取扱方法

十一 他事業者との協議が調わないときの法第１５４条第１項等の仲裁による解決方法

【事業法
§34Ⅱ】

九 番号ポータビリティ機能の接続料に関する事項

十 前各号に掲げるもののほか、他事業者の権利又は義務に重要な関係を有する電気通信
設備の接続条件に関する事項があるときは、その事項

十一 有効期間を定めるときは、その期間

九 前各号に掲げるもののほか、他事業者の権利又は義務に重要な関係を有
する電気通信設備の接続に関する事項があるときは、その事項

十 有効期間を定めるときは、その期間

二 接続料が能率的な経営の下における適正な原価を算定するものとして総務省令で定める方 四 取得すべき金額が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を 約款変更約款変更二 接続料が能率的な経営の下における適正な原価を算定するものとして総務省令で定める方
法により算定された原価に照らし公正妥当なものであること

三 接続条件が、利用部門が接続する場合に比して不利なものでないこと

四 特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと 六 特定の電気通信事業者に不当な差別的な取扱いをするものであるとき

五 他の電気通信事業者に対し不利な条件を付すものであるとき

得す 額 営 潤
加えたものを超えるものであるとき

約款変更約款変更
命令の命令の
発動要件発動要件
【事業法
§34Ⅲ】

※上記漢数字は、電気通信事業法施行規則§23の9の3の号番号※一・ホの内訳にある漢数字等は、電気通信事業法施行規則§23の4Ⅱの号番号等。それ以外
は、電気通信事業法§33Ⅳの号番号等。



36接続により提供する機能と接続料が設定されている機能接続により提供する機能と接続料が設定されている機能

ＮＴＴドコモ（接続約款） ＫＤＤＩ（接続約款）

基本接続機能基本接続機能

通話モード接続機能 当社のｍｏｖａサービス契約者回線又はＦＯＭＡサービス契約者回線
との通話モードによる通信を行う機能

64kb/sデジタル通信モー
ド接続機能

当社のＦＯＭＡサービス契約者回線との64kb/sデジタル通信モードに
よる通信を行う機能

端末接続機能 相互接続点と契約者回線との間の相互接続通信を伝送交換する
機能（影像等通信接続機能を除く。）

影像等通信接続機能 相互接続点と契約者回線との間の相互接続通信（ａｕ通信サービス契約
約款で定めるテレビ電話機能に係るものに限る ）を伝送交換する機能ド接続機能 よる通信を行う機能

衛星電話接続機能 当社の衛星電話サービス契約者回線との通信を行う機能

MNP転送機能 MNPを実現するために他社契約者回線であることを識別して相互接
続通信の経路を着信事業者に設定する機能

MNPリダイレクション MNPを実現するために他社契約者回線であることを識別して方路設

携帯電話番号ポータビ
リティ転送機能

携帯電話番号ポータビリティにおいて、当社が移転元事業者となる場合
であって、相互接続通信の接続経路を移転先事業者に設定する機能

携帯電話番号ポータビリ 携帯電話番号ﾎﾟー ﾀﾋﾞﾘﾃｨにおいて 当社が移転元事業者となる場合であっ

約款で定めるテレビ電話機能に係るものに限る。）を伝送交換する機能

MNPリダイレクション
機能

実 契約 線 識
定に係る情報を提供する機能

直収接続機能 当社のｍｏｖａサービス契約約款に定める専用回線等接続契約又は
専用回線等接続サービス契約約款に定めるデータ系直収契約により
提供する電気通信サービスと同等の通信を行う機能

直収パケット接続機 当社の専用回線等接続サービス契約約款に定める第１種接続装置
ビ

携帯電話番号ポ タビリ
ティリダイレクション機能

携帯電話番号ﾎ ﾀﾋﾘﾃｨにおいて、当社が移転元事業者となる場合であっ
て、協定事業者からの要求により移転先事業者に係る情報を返送する機能

直 接続機
能 又は第２種接続装置を介して提供する電気通信サービスと同等の通

信を行う機能

FOMA直収パケット
接続機能

ＦＯＭＡサービス契約者が指定する移動無線装置との間に設定され
る当社の契約者回線と協定事業者の電気通信設備との間の通信を
直収パケット交換機を介して行う機能

MVNO回線管理機能 ＭＶＮＯサービス契約者回線に係る情報の管理を行うとともに網使用

直収パケット接続機能 当社の契約者回線と協定事業者の電気通信設備との間の通信を
直収パケット交換機を介して行う機能

MVNO回線管理機能 ＭＶＮＯサ ビス契約者回線に係る情報の管理を行うとともに網使用
料を請求する機能

ｉモード移動無線装置
パケット接続装置機能

ｉモード移動無線装置のうち、ＦＯＭＡサービス契約約款に規定するｉ
モード機能を利用可能な移動無線装置との間に設定される当社の契
約者回線と協定事業者の電気通信設備との間の通信をｉモード移動
無線装置接続用パケット交換機を介して行うために必要な6.3Mb/s
の符合伝送が可能な接続装置を利用する機能装 機

付加接続機能付加接続機能

位置情報提供機能 当社がｉモード移動無線装置パケット接続機能を提供する協定事業者
に対して、ｉモード移動無線装置の位置情報を提供する機能

ＭＶＮＯ課金情報提 当社がＭＶＮＯ回線管理機能を提供する協定事業者に対して、協定
事業者が課金するために必要なＭＶＮＯサ ビス契約者回線に係る供機能 事業者が課金するために必要なＭＶＮＯサービス契約者回線に係る
パケット通信量の情報を当社が定める方法により提供する機能

事業者課金機能 ｉモード移動無線装置接続用パケット交換機を介して行われるｉモード
移動無線装置との間に設定される当社の契約者回線とｉモード移動
無線装置パケット接続機能を利用する協定事業者の電気通信設備と
の間の通信に係る利用者料金をその協定事業者に課金する機能

オプション機能接続機能 ａｕ通信サービス契約約款により提供するオプション機能等であって、
接続にあたり当社が当然利用できるものとしている機能

※網掛けは接続料が設定されている機能
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70

電話に係る接続料（３分換算）の推移電話に係る接続料（３分換算）の推移

（円）

12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

ＮＴＴドコモ
会社内 45.72 39.24 37.08 35.82 34.74 33.84 32.94 32.4 28.8

会社外 57 6 49 86 47 34 45 36 41 76 39 42 38 52 36 72 32 4

60

70

ＮＴＴドコモ
（会社外）

ＫＤＤＩ
（区域外）

62.28

57.6
ソフトバンク
（区域外）

会社外 57.6 49.86 47.34 45.36 41.76 39.42 38.52 36.72 32.4

ＫＤＤＩ
区域内 48.42 41.94 40.5 39.06 37.62 36.36 35.28 34.38 31.5

区域外 62.28 53.82 52.38 50.22 48.42 45.9 44.82 43.56 39.24

ソフトバンク
モバイル

区域内 48.06 41.76 40.86 40.5 39.78 39.42 39.06 38.7 36.72

区域外 57.42 51.12 49.86 49.32 48.6 47.52 46.44 45.36 43.2

イー・モバイル 29 34

50

53.82
52.38

50.22
48.42

57.42

51.12

49.86 49 32

48.6
47.52 46.44 45 3649 86

イ ・モバイル 29.34

ＮＴＴ東西 7.65 5.88 4.78 5.79 6.12 7.09 6.84 6.55 6.41

40
ＮＴＴドコモ
（会社内）

48.42

45.9 44.82 43.5641.94

40.5
39.06

49.32 45.3648.06

41.76
40.86 40.5

39.78
39.42

39.06 38.7

45.72

39 24

49.86

47.34
45.36 41.76

39.42

38 52 36 72

39.24

43.2

30

（会社内）

ＫＤＤＩ
（区域内）

39.06
37.62 36.36 35.28

34.38

39.24
37.08

34.7435.82
33.84 32.94 32.4

28.8

38.52 36.72

32.4

29.34

ソフトバンク
（区域内）

31.5

36.72

20

※ドコモ会社外接続料とは、複数のドコモ地域社を経由する通話に適用
※ＫＤＤＩ、ソフトバンクモバイル区域外接続料は、同一の区域(ブロック内）に終始しない通話に適用

イー・モバイル
（区域内外統一）

10

ＮＴＴ東西
（ＩＣ接続）

7.65
5.88

4.78
5.79 6.12 7.09 6.84 6.55 6.41

0

12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度



38接続料原価の構成割合等接続料原価の構成割合等

■接続料原価の構成割合（０７年度接続料。ＮＴＴドコモ、KDDIは０８年度接続料）

委員限り

5.2% 7.2%

13.4% 11.0%

70%

80%

90%

100%

81.5% 81.8%

30%

40%

50%

60%
報酬等

間接コスト

設備コスト（減価償却費・施設保全費等）

営業費

0.05% 0.03%0%

10%

20%

30%

NTTドコモ KDDI NTT東西 NTT東西

☞ＮＴＴドコモ・ＫＤＤＩについては、２００９年以降、
会計の整理が図られ、端末販売奨励金が営業
費から除かれる予定

NTTドコモ KDDI NTT東西 NTT東西

■第二種指定電気通信設備に係る接続料原価の算定方法

（固定電話接続料）（携帯電話接続料） （携帯電話接続料） （固定電話接続料原価に相当する実際費用）



39ＭＶＮＯ向けパケット帯域幅接続料の算定フローＭＶＮＯ向けパケット帯域幅接続料の算定フロー

■パケット通信に係る接続のイメージ

委員限り

Ａ社 Ｂ社（ＭＶＮＯ）
接続料支払

ユーザ料金設定・回収接続料設定

ＧＷ

Ｂ社ユーザ

サーバ
インター
ネット交換機

Ａ社の無線ネットワーク等を利用
あらかじめＡ社と合意した帯域
を超えるパケットは通過不可

■ＭＶＮＯ向けパケット帯域幅接続料の算定フロー

Ａ社の無線ネットワ ク等を利用 を超えるパケットは通過不可



40鉄塔など設備の共用・ローミングについて鉄塔など設備の共用・ローミングについて

■新規参入事業者がサービスエリアを既存事業者と同程度まで拡大するには相当の期間やコストが必要となることや、空中線（アンテナ）を設
置するための鉄塔などを設置する物理的スペ スが限られており 景観上の問題等で新たな鉄塔等の設置が困難な場合もあることを踏ま置するための鉄塔などを設置する物理的スペースが限られており、景観上の問題等で新たな鉄塔等の設置が困難な場合もあることを踏ま
え、鉄塔など設備の共用ルールの整備、ローミングの制度化についてどのように考えるか。

設備共用の例

ローミングの例

景観上の問題により、競争事業者による鉄塔の新規設置
が困難

既存事業者の鉄塔に競争事業者のアンテナを設置
（電気通信事業法における設備共用の考え方を整理）

Ｂ社のサービス区間
利用者料金の設定権：Ｂ

ローミングの例

Ａ社のサービス区間
利用者料金の設定権：Ａ

ローミング時の料金回収の例

債権額から手続費を
控除した額の支払い

Ａ社 Ｂ社

ローミング協定

Ｂ社Ｂ社Ａ社

債権譲渡

支払

請求

ローミング契約ユーザ契約

Ａ社のユーザは、サービスエリア外でもＡ社とローミング協定を
締結しているＢ社のサービスを受けることが可能

Ａのユーザ

ＢのユーザとなってＢ社
からサービスの提供を受ける

Ａのユーザ

サービス提供
請求



41ＮＴＴドコモのネットワーク図ＮＴＴドコモのネットワーク図委員限り



42ＫＤＤＩのネットワーク図ＫＤＤＩのネットワーク図委員限り


